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新・行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告について 
           （平成 13 年度～平成 15 年度） 
１．行財政改革の取組経緯について 
 本市の行財政改革は、平成 10 年 9 月新・行財政改革大綱を策定して以来、２次にわ

たる実施計画を進めてきました。大綱最初の行動計画である第１次実施計画（平成 10
～12 年度）においては、改革項目 162 項目を掲げ、３か年で 82.1％の完了、56 億 9000
万円の効果をあげました。そして、第 1 次の考え方を受け継いだこの第 2 次実施計画

（平成 13～15 年度）においては、改革項目 116 項目を掲げるとともに、当初推計で

37 億 4000 万円の効果を見込み、計画目標の達成に向けて取り組んできました。 
 
２．第 2 次実施計画における取組結果について 
＜取組結果の概要＞ 

第 2 次実施計画の取組結果については、改革項目 116 項目中、目標の達成状況は目

標以上(Ｓ)4 項目、目標どおり(Ａ)88 項目、目標よりやや下回った（Ｂ）20 項目、目

標よりかなり下回った（Ｃ）4 項目、ほとんど進まなかった（D）0 項目で、Ｓ又はＡ

の評価を得た項目は 92 項目で達成率は 79.3％となり、節減額としては第 1 次を上回

る 62 億 4 千万円の効果を見ることができました。 
しかし、目標より大きく下回った項目があったほか、一定の成果を得たもののさら

に改革を要する項目もあることから、これらについては今後も引き続き取り組んでい

きます。 
今後の取組みとしては、業務棚卸表に課題設定等を行うとともに、新たに平成 16 年

度から平成 18 年度までの 3 年間を計画期間とする行革プラン（平成 16～18 年度）を

策定しました。この行革プランでは、特に重点を置くべき改革事項について、再度検

討を加え、改革の有効性にも配意し絞り込みを図った上で、戦略会議で課題の整理や

取組方針の議論を行い、67 項目の改革を進めます。 
計画全体の取組結果については、『新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組

結果報告書（改革事項別）』（別紙）のとおりです。 
 

＜成果のあった主な改革事項＞ 
上記の報告書で成果のあった主な取組については、次のとおりです。（（ ）内は計

画の目標年度を示します。） 
○ 情報公開等の推進 
・ 企業会計方式（発生主義の考え方）による財務内容の公表を推進する（平成 13～15

年度）：バランスシートに加え、行政コスト計算書、キャッシュフロー計算書作成、

財政公表条例改正等 
・ 入札事務の透明化を図る（平成 13～14 年度）：一般競争入札の工事情報、入札

結果等のＨＰ公表 
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○ 財政健全化の推進 
・ 中長期的視野による健全な財政運営の推進を図る（平成 13～15 年度）：財政プラ

ンにおける中期財政収支見通し、財政運営の指針等の策定 
 ○ 事務事業の見直し 

・ ＰＦＩ制度の活用について検討する（平成 13～14 年度）：大瀬古新町市営住宅

整備、市立小中学校整備事業 
・ 公共下水道の企業会計への移行を推進する（平成 13～14 年度）：平成 14 年度

から企業会計へ移行 
・ 市民運営型市民大学の導入を図る（平成 13～15 年度）：市民ボランティアやＮ

ＰＯ公募による企画運営実施等 
・ 希望の家の管理運営の民営化を検討する（平成 13～15 年度）：平成 15 年 4 月

から社会福祉法人アパティア福祉会に移管、処遇等事後チェック体制の整備や施

設整備計画の策定等 
・ その他  市立病院給食業務の委託化を検討する（平成 13～14 年度）：一部委

託化、本庁電話交換業務の一部委託化を図る（平成 13 年度）：平成 13 年度から一

部委託化、平成 15 年度から全面委託化 
○ 組織・機構の見直し 
・ まちづくり部門（都市計画部・建設部・下水道部）の総合調整機能の強化を検

討する（平成 13～15 年度）：平成 15 年 4 月 1 日から都市計画部と建設部の組織

を都市整備部として再編 
・ 消防救急・救助体制のあり方を検討する（平成 13～15 年度）：小山田分遣所廃

止、西南救急分駐所開所、北消防署救助隊設置、港分署水難救助隊設置 
・ 地区市民センターの見直し（平成 13～15 年度）：職員配置基準の見直し、地域社

会づくり総合補助金制度の創設、地域団体による自主運営のための団体事務局の

設置等 
・ 保育園・幼稚園の見直し（平成 13～15 年度）：就学前教育検討委員会報告書（平

成 15 年 3 月）を踏まえ、保育園の民営化計画検討、幼保の一体化では四日市式一

体化カリキュラム策定等 
 ・ 外郭団体の整理縮小及び統廃合等について検討する（平成 13～15 年度）：財団

法人四日市市レジャー施設協会を解散し、財団法人四日市市都市整備公社に平成

14 年 12 月統廃合 
○ 定員及び給与の見直し 

 ・ 成績主義の導入を検討する（平成 13～15 年度）：課長職以上管理職を対象に平

成１５年６月期の勤勉手当から導入 
・ 適正な定員管理を推進する（平成 13～15 年度）：３年間で２１０人の定数削減 
○ 効果的な行政運営と職員・職場の活性化 
・ 行政評価システムの活用を図る（平成 13～15 年度）：業務棚卸表の導入と活用 
・ 人事評価（考課）制度の見直しを図る（平成 13～14 年度）：管理職を対象とし
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た目標管理手法による新・人事考課の実施 
○ 行政の情報化の推進 
・ 行政内部におけるパソコンネットワークの整備拡大と効率的活用を推進する（平

成 13～15 年度）：一人 1 台パソコン配備、庶務事務・文書管理・財務会計システ

ム稼動 
・ 学校現場における教育情報システムの整備を推進する（平成 13～15 年度）：小

中学校にＬＡＮ構築、ホームページ開設、小学校コンピュータ室の空調整備等 
・ 下水道施設における集中管理体制の推進を図る（平成 13～14 年度）：遠方監視

制御による集中管理化、運転管理要員の削減 
 ○ 会館等公共施設の見直し 

・ 公共施設の開館時間、休館日の見直しを推進する（平成 13～15 年度）：博物館に

おける開館時間、休館日の見直し 
 
＜目標よりかなり下回った改革事項＞ 

上記の報告書で計画目標よりかなり下回った取組については、次のとおりです。

（（ ）内は計画の目標年度を示します。） 
これらの未達成の理由や今後の対応等詳しくは、『新・四日市市行財政改革大綱第２

次実施計画取組結果報告書（改革事項別）目標よりかなり下回った項目』（別紙）に再

掲し、まとめています。 
・ 各種申請書等のインターネットによる提供拡大、充実を図る（平成 13～14 年度） 

申請書様式のホームページ掲載については、提供様式の追加や改善、書式記載

のガイダンスの充実に取り組んだが、実作業の進捗において遅れが出た。平成 15
年度に実施した調査結果を基に、新たに提供可能な約 130 件の様式を含め早期に

提供を実現するとともに、さらに電子申請・届出システムの導入に向け取り組む。 
・ 証明書等発行業務に自動交付機の導入を図る（平成 13～15 年度） 

自動交付機の単独導入では費用対効果が期待できないため、証明書の自動発行

だけでなくＩＣカードを利用した窓口サービスと連携して進める。 
・ 文化行政担当業務の一元化を図る（平成 13～14 年度） 

文化行政に関する組織機構の見直しの前提となる文化振興審議会（平成 15 年 1
月設置）での文化振興ビジョンが審議中であったため検討が進まなかったが、同

ビジョン策定後、市長部局と教育委員会の役割分担を見直す。 
・ 霞ヶ浦地域諸施設の管理に関する有効手法を検討する（平成 13～15 年度） 

各施設の目的、勤務体制、業務内容、規制の枠組み等が異なり、施設管理を一

元化することは困難なことから、各施設の窓口業務の連携やシステム化について

はＩＴ施策の進捗に併せて検討するとともに、スポーツ施設では外部委託の一元

化や指定管理者制度の導入に取り組む中で、可能なものから見直しを進める。 
 
＜行財政改革推進会議からの提言と報告＞ 
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四日市市行財政改革推進会議（市民と民間有識者で構成；第 2 次実施計画の推進方

策や改革のあり方に関して提言することを主な役割として設置）においては、改革項

目の中で、特に「地区市民センターの見直し」、「希望の家・寿楽園の運営の見直し」、

「幼稚園・保育園の見直し」、「財政の健全化と安定した財政基盤の確立」及び「ＩＴ

（情報技術）の活用による行政の効率化と情報提供」について重点改革事項に取り上

げ、平成 13 年度と平成 14 年度に提言を行いました。 
これら提言においては、今後の本市の行財政運営のあり方に触れ、財政の健全化に

向け数値目標を掲げて具体的に取組むべきこと、行財政改革については客観的な評価

指標に依拠した行政評価に基づく行政の効率化や住民満足度の向上を図るべきこと、

そうした改革の推進のためには、行政評価の確立と財源配分による予算システム改革

が重要で組織を成果志向にしていかなければならないこと、そして、実施計画の推進

については、政策、財政、行革のプランを三位一体的に進めることが必要であること

などが主な内容となっています。 
 なお、第２次実施計画重点改革事項の取組成果に対する行財政改革推進会議による

検証と評価については、平成 16 年 3 月『四日市市行財政改革推進会議報告書（平成

15 年度）』にまとめられております。 
 
３．行政経営による改革の推進について 
 第１次、第２次の実施計画においては、職員定数の削減、経費の節減を中心に据え

た減量重視の行革を進めてきました。これによって、これまでの膨張した部分や非効

率なところを削減・縮小することができ、一定の成果を得ることができました。 
しかしながら、今日の厳しい社会経済情勢の中で、減量重視の改革を継続的に実行

するのみでは、行財政体質の見直しや市民ニーズの多様化に対応できるサービス体制

づくりなど根本的な改革を進める上で、十分ではなくなっています。 
そこで、従来の管理型の行政運営から、目的志向と成果重視による経営型の行政運

営への転換を図っていくこととし、その基軸に業務棚卸表と財源配分方式による予算

編成システムを据え、新たな行政経営システムの構築を進めています。 
こうした改革を、行政経営の視点から行革プラン（平成 16～18 年度）としてまとめ

るとともに、政策プラン（政策推進計画）や財政プラン（財政運営計画）と連携、連

動させ、３つのプランを一体的に前進させるため、平成 16 年度から平成 18 年度まで

を計画期間とする「四日市市行政経営戦略プラン」を策定し、平成 16 年 4 月からこの

戦略プランに基づく取り組みをスタートさせています。 
この戦略プランは、行政の目的、手段、達成を目指す成果を明らかにし、限られた

予算を最大限有効に活用して市民満足度の高い行政運営を目指すものです。そして、

それらを実現していくためには、目的に沿った効果の高い、より適した手段を選択し

ていかなければなりません。したがって、手段の選択にあたっては、特に外部や民間

に委ねることが適当な場合は積極的に指定管理者制度の導入や外部委託・民営化の推

進を図るなど、これまでのやり方や枠組みについて原点から見直していきます。 



目標以上 目標どおり
目標よりや
や下回った

目標よりか
なり下回った

ほとんど進
まなかった

S A B C D

1 情報公開等の推進 8 0 7 0 1 0

2 財政健全化の推進 8 1 5 2 0 0

3 事務事業の見直し 45 2 33 9 1 0

 (1)市民と行政との協力・協働 6 0 2 4 0 0

(2)事務事業の改善 27 1 21 4 1 0

(3)外部委託の推進 12 1 10 1 0 0

4 組織・機構の見直し 19 0 15 3 1 0

 (1)時代に即した組織・機構 8 0 6 1 1 0

(2)地区市民センターの見直し 4 0 3 1 0 0

(3)保育園・幼稚園の見直し 4 0 3 1 0 0

(4)外郭団体の見直し 3 0 3 0 0 0

5 定員及び給与の見直し 7 1 2 4 0 0

6 効果的な行政運営と職員・職場の活性化 10 0 10 0 0 0

 (1)行政運営のプロセス改善 3 0 3 0 0 0

(2)職員の能力開発等の推進 7 0 7 0 0 0

7 行政の情報化の推進 14 0 13 1 0 0

8 会館等公共施設の見直し 5 0 3 1 1 0

改革項目数 116 4 88 20 4 0

達成率(ＳとＡ評価の割合） 79.3% 　

　

※一つの改革事項に複数の所属が属する場合は、総合的に評価をして算出しています

目標達成度別改革事項数

新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画（平成13～15年度）改革事項取組結果表

分野別改革事項 改革事項数
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（単位：億円）

計画額 実施額 計　画 実　施

職員定数の削減 21.5 37.1 ３年間で１００人（３％以上の削減）

職員定数の削減　　　　　　　△３５．５億円
（内訳）
１３年度　　　　△５０人
１４年度　　　　△６０人
１５年度　　　　△100人　　合計　△210人
人勧等による給与費削減　　　△１．６億円
賃金の増加分等

効率的・効果的な財
政運営による節減額
（物件費・維持補修
費等の節減など）

10.3 18.3

物件費・維持補修費の増加分（1.3％）
を抑制することによる効果
１３年度　　１．７億円
１４年度　　３．４億円
１５年度　　５．２億円
合　　計　１０．３億円

財源配分方式による削減額
１８．３億円

時間外勤務の削減 3.5 2.6

３年間で平均１２年度実績の１０％削減
１３年度　　　　△５％
１４年度　　　　△８％
１５年度　　　　△１０％

３年間で平均１２年度実績の１０．２％削減
１３年度　　　　△５．１％
１４年度　　　　△２．１％
１５年度　　　　△１０．２％

補助金等の見直し 1.1 4.0

前年度予算に対してそれぞれ見直しす
ることによる削減効果
１３年度⇒12年度予算×△０．３％
(15,008）
１４年度⇒１３年度予算×△０．４％
（36,993）
１５年度⇒１４年度予算×△０．４％
（56,855）
合計　108,856

１３年度　２９件　17,051千円
（四日市たばこ販売協同組合等）
１４年度　３５件　30,205千円
（職員共済会等）
１５年度　５６件　351,577千円
（前納報奨金等）
合計　 　120件　398,833千円

使用料・手数料
の見直し

1.0 0.4
粗大ゴミの有料化⇒94,500等
31,500千円／年×３年間

粗大ゴミの有料化
１３年度　9,135千円
１４年度　5,355千円
１５年度　6,720千円
地区市民センター減免見直し　5,450千円
三重北勢健康増進センター　10,302千円

合計 37.4 62.4

３年間の効果 コスト効果
項目

新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画におけるコスト効果
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　　　　　　　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画

　　　　　　　　　　　　　　　　　　取組結果報告書（改革事項別）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１３年度　～　平成１５年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１６年５月
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）

１　『改革事項』及び『内容』

２　『目標年度』

３　『達成度の自己評価』

　Ｃ　目標よりかなり下回った　　　（概ね６０％程度）
　Ｄ　ほとんど進まなかった　　　　（Ｃの達成水準を下回る）

４　『平成13～15年度取組経過と結果』
　・　平成13～15年度を通じた取組の経過及びその結果について記載しています。

５　『改革効果の説明』
　・　改革事項を実施することにより生じた効果（業務の質的向上、経費・人員削減など）について説明しています。

６　『定量効果』
　・　改革の効果を定量化し積算できたものについては、各年度の効果を金額（千円）で計上しています。

７　『特記事項』
　・   行政経営戦略プランでの取り組みを含め今後の対応や課題等について特に記すべき事項を記載しています。

８　『行革プランとの対応』

９　『担当部局』
　・　第２次実施計画の改革事項について担当する所属を示しています。

　・　行革プラン（平成16～18年度）に継続する場合（関連項目を含む）で対応付けできるものは、行革プラン改革Ｎｏを明記していま
す

　Ｓ　目標以上　　　　　　　　　　（１００％を超える）
　Ａ　目標どおり　　　　　　　　　（概ね１００％水準）
　Ｂ　目標よりやや下回った　　　　（概ね８０％程度）

　　　　＜評価の基準＞　　　　　　＜達成度の目安＞

　＜第２次実施計画（改革事項別）記載要領＞

　・　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画（以降「第２次実施計画」と言う。）に掲げる改革事項及び内容を示しています。

　・   改革の目標年度（○を付してある年度）を示します。

・     担当部局（課（室））が第２次実施計画に掲げた計画目標（改革内容）をどの程度達成できたか、達成度の自己評価を行っています。
　次の５段階で評価しました。なお、検討事項については、検討の結果一定の方向性や考え方をまとめているか、検討段階から実施段階に
達しているかを基準として、「Ａ」と判定しています。
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
１　情報公開等の推進

特記事項

電子化による検索機能
の向上

必要性の高い所属にお
いては、積極的な取り組
みが行われている。

定量効果

13

市民への情報公開の一貫とし
て、行政資料検索システムの構
築を図る。

各課で作成している刊行物の内
容をインターネットに掲載すること
により、市民への情報提供を推進
するとともに、発行部数等の見直
しを図る。

Ａ

改革効果の説明

Ａ

○ ○

国の企業会計方式(発生主義の
考え方）による財務内容の公表と
の整合を図り、より市民にわかり
やすい財務内容の公表を推進す
る。

14 15

○ ○ Ａ

文字情報については、リモートメンテナ
ンス方式により、各課から直接ホーム
ページの入力ができるようになってお
り、新規情報を随時更新するよう指導し
ている。ビジュアル的にも効果がある各
所属でのホームページ作製、更新につ
いては、全所属一律の取り組みは難し
いが、情報発信の重要性を認識してもら
うように努め、推進している。　平成15年
度にはトップページ画面をより利用しや
すいように変更した。

　

計画では財務諸表を
公開するのみであっ
たが、内容分析のう
え、行政経営線戦略
プラン（財政プラン）
に取り入れることが出
来た。

刊行物の発行につい
ては、今後も見直し
の視点を踏まえ、引き
続き発行効果を見据
えた発行に努める。

平成13年度は、定期刊行物等の目的の
確認、市ホームページ（以下「ＨＰに刊
行物情報等の掲載を進め、見直し件数
48件であった。平成14年度以降は、新
規刊行物について市HＰ等への掲載を
推進した。各種刊行物の発刊にあたっ
ては、発行回数・部数の見直し、有償配
付切替、庁内印刷への切替、同種刊行
物の統合整理、庁内ノーツ、市ＨＰへの
掲載等を検討の視点に据えて見直しを
進め、一定の成果を得た。

総合的な文書管理システムの一部とし
て、行政資料検索システムの構築を図
り、平成16年度から始まる文書管理シス
テムにより、電子決裁により作成された
行政資料については検索できるように
なった。

市民への迅速な情報提
供、情報公開の推進

改 革 事 項
151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容 担当部局

行政資料検索システムの構築を
図る。　〔改善〕

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果

○
広報情報課
IT推進課

○ ○

○ ○ ○ Ａ

平成13年度　決算統計分析事務・バラン
スシートの公表（ホームページ、市政白書
等）
平成14年度　バランスシートに加え、行政
コスト計算書を作成し公表
平成15年度　更にキャッシュフロー計算
書を作成し公表
行政経営戦略プランの中の財政プランに
おいて、企業会計的な財務諸表からの財
政運営チェックを行うことを位置付け　企
業会計的な財務諸表の公表については、
バランスシートから始まり、行政コスト計算
書、キャッシュフロー計算書を加えること
ができた。また、これら財務諸表につい
て、類似団体との比較・分析を行い、行政
経営戦略プランの中の財政プランにおい
て、今後の財政運営の方針に生かすこと
とした。

効率的・効果的な財政
運営

財政経営課

各種刊行物のインターネット掲載
による発刊見直しを図る。　〔改
善〕

インターネットによる各所属提供
情報の充実を図る。　〔改善〕

○

○

市ホームページにおける各所属
ごとの情報提供内容の充実を図
る。

平成16年度以降、リ
モートメンテナンス方
式よりも利便性の高
いシステムに変更す
ることを検討してい
く。

財政経営課
各部局

広報情報課
各部局

行革プ
ランと

の対応

企業会計方式（発生主義の考え
方）による財務内容の公表を推進
する。　　〔改善〕
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特記事項
定量効果

13
改革効果の説明

14 15
改 革 事 項

151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容 担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果
行革プ
ランと

の対応

手話通訳の映像を加え
たことにより、聴覚障害
者も市政情報番組を視
聴していただき楽しめる
ようになった。

＜取組経過＞平成13年度⇒　10月から
一般競争入札の公告、参加説明書、申
請書、工事発注見通しをホームページ
に掲載
平成14年度⇒　4月から入札結果、入札
参加資格者名簿（市内工事業者、格付
け業種のみ）を、8月から指名停止情報
をホームページに掲載、 3月からホーム
ページへの情報掲載作業を、外部への
発注から課内職員による作業へ移行
＜取組結果＞平成15年1月からの一般
競争入札本格実施に必要不可欠な入
札・契約情報の電子化及び速報性に大
きな成果があった。

情報を積極的に公表
し、入札･契約制度の透
明性が高まったことによ
り、公共工事に対する市
民の理解が深まるととも
に、一般競争入札の本
格実施と相まって、入札
の競争性も高まった。

 インターネットにより提供している
各種申請書等の項目を拡大する
とともに、さらに利用しやすい内
容の充実を図る。

○

　 　
CATVを活用した市政情報の提
供において、聴覚障害者に配慮
した番組を制作する。

○
市政に対する市民の理解と信頼
を深めるため、市民が傍聴しやす
い会議の設定を検討する。

調達契約課
インターネットにより入札・契約に
係る情報の公表を図る。

　Ａ

聴覚障害者に配慮した市政情報
の提供を図る。〔改善〕

○

入札事務の透明化を図る。〔改
善〕

○

広報情報課

手話映像を加えた
が、聴覚障害者がす
べて手話を理解でき
るという訳ではないの
で、字幕スーパーの
挿入も検討項目であ
る。

Ａ
平成13年度からＣＡＴＶによる市政情報
番組である「ちゃんねるよっかいち」の画
面の一部に手話通訳の映像を加えた。

広報情報課
各部局

Ａ

ノーツ、広報広聴主任者会議などで、会
議の開催については、可能な限り日曜
日や夜間の開催など市民が傍聴しやす
い日時を設定するよう指導しており、ま
た、会議開催について市のホームペー
ジに掲載し、市民への周知を徹底して
いる。

　

市民の傍聴を促進する
ための「審議会等の会
議公開に関する指針」
が各所属に定着してき
ており、審議会などの開
催が市民に周知されて
いる。

C

<取組経過>各種申請書様式のインター
ネット上での提供は、平成12年度に255
の様式をPDFによる提供で開始したもの
であるが、平成13年度以降の取り組みと
しては、提供様式の範囲拡大と利用し
やすい様式への改善に取り組んだ。
<取組結果>提供様式の充実では、新た
に45様式を追加した。また、様式の改善
では、標準ソフトウエア（ワード・エクセ
ル）による様式の提供（17様式）、不鮮明
な様式（PDF様式）の改善、書式記載の
ガイダンスの充実を行った。しかし、本
課題に対する対応の方向性は示したも
のの、具体的な作業の進捗が十分では
なかった。

平成15年度に実施し
た調査の結果、把握
できる範囲で約130様
式が新たに提供可能
であり、早期に提供を
実現する。また、各種
行政手続きに係る申
請書様式を市民が自
宅等で入手でき、申
請の準備ができること
で、市民の利便性向
上を図り、来るべき電
子申請・届出システム
の導入に向けて、転
居・結婚・子育てと
いったライフステージ
に応じた分類を行うな
ど、より利用しやすい
環境を目指す。

近い将来に導入を目指
している電子申請・届出
システム、情報提供シス
テムとの関連で、ホーム
ページの構造の検討が
中心となり、本項目につ
いてもあるべき方向性は
示したものの、実作業の
進捗が十分ではなかっ
た。

IT推進課
総務課

各種申請書等のインターネットに
よる提供拡大、充実を図る。〔改
善〕

○ ○

市民が傍聴しやすい会議の設定
を検討する。〔検討〕

○
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別） 　

２　財政健全化の推進

13

1,827,38400

14 15

予算執行管理の適正化に努め
る。　　〔改善〕

○ ○ ○

予算執行管理の一層の適正化
を図るため、次の事項の実施に
努める。①年間総合予算の徹底
②予算流用の削減③予算要求
内容の精査④事業進捗管理の
徹底

経常経費節減を計画的に推進
する。　〔改善〕

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果

○ ○

改 革 事 項

経常経費について、節減目標を
明確化し、計画的な節減に努め
る。人件費－毎年１％以上の人
員削減による経費節減を図る。
物件費・維持補修費－既存経費
については原則として３年間据え
置く。

内　　　　　　　　　　　　　　　容

毎年　４月　予算説明会において予算
執行管理全般にかかる指導
９月　予算要求説明会において年間総
合予算の徹底
３月　年度末の予算執行にあたって不
適切な流用等に対して精査
以上のような年間での取組みの外、各
担当により、随時、事業進捗状況の把
握に努めるとともに、予算流用につい
て、必要最小限にとどめるよう管理指導
に努めた。
予算執行管理の適正化を計る目安とし
て、予算流用件数については、13年度
は704件、14年度は546件、15年度は
件となり減少傾向にある。
また、繰越事業についても、13年度は
36件1,617百万円（国の経済対策分を
含む）、14年度は27件1,105百万円、15
年度は12件544百万円となっており、減
少している。
以上のように、概ね、予算執行の適正
化が図られたものと考えられる。

目 標 年 度

○ Ａ

平成13年度　予算編成において「旅
費」「需要費」「役務費」を3節総額枠配
分し節減を図った。（旅費、需要費で
各々３％）  平成14年度　予算編成にお
いて全ての予算事業を特定配分経費と
枠配分経費に分類し、後者について
は、一般財源を前年度比一律20％減で
枠配分した。（財源配分方式）
・節減額については、最終調整の後、
前年度比11.9％の減となった。
平成15年度　前年度に導入した財源配
分方式に改善を加えた。（枠配分経費
の拡大、性質別シーリングなど）。
・節減額については、11.6％の減となっ
た。  財源配分方式による予算編成シス
テムを確立することにより、経常経費の
節減について各部局の主体的な取組
みを促すことができた。

151413

Ａ

改革の効果説明

効率的・効果的な財政
運営

特記事項
定量効果

担当部局

財政経営課

財政経営課

行革プ
ランと

の対応

　

財源配分方式の予算
編成については、今
後とも改良・改善を加
えつつ、継続的に取り
組むこととする。

今後とも予算執行の
適正化にむけて、継
続的に取り組むことと
する。

効率的・効果的な財政
運営
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13 14 15

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項 内　　　　　　　　　　　　　　　容
目 標 年 度

151413
改革の効果説明 特記事項

定量効果
担当部局

行革プ
ランと

の対応

21～24
市税等収納率の向上に努める。
〔改善〕

昨今の厳しい経済環境に対して
より一層の収納率の向上を図る
ため、滞納整理特別対策本部を
継続するとともに特別徴収体制
の強化を図る。また、歳入のより
一層の安定確保を図るため、納
期内納付ないしは口座振替制度
推進の強化を図る。

○

取組事項はすべて実
施できたが、今後は
取組事項についての
効果を上げるための
見直しを行うとともに
滞納属性を的確に把
握し、より効果的な滞
納整理を行う。

379,908○ ○ 関係部局Ａ 196,52431,607

〔納税課〕
＜取組経過＞時差勤務を実施し、事務
の効率化と市民サービス（夜間・休日窓
口）の向上を図った。
嘱託職員による「さわやかテレホン」を
導入し、職員の集中滞納整理を実現し
た。
また、自動電話催告システムを導入して
「さわやかテレホン」の効率化を推進し
た。
滞納整理推進係と特別滞納整理係を
設置して現年、小額滞納と繰越・大口
滞納に効率的に処理できるように係業
務を再編した。
県税事務所との人事交流を実施するな
ど関係機関との連携を強化した。
県内の滞納整理を強化した。
外国人滞納者対策を強化した。（ポルト
ガル語による文書催告送付）
困難事例の整理を促進するために（仮
称）三重地方税管理回収機構設立の準
備をした。
自主納税推進施策の見直しを図った。
（前納報奨金の減額、口座振替勧奨策
の検討）
<取組結果＞
収納率現年98.55%、繰越22.70%、口座
加入率34.00%(H16年3月末見込)

この3年間で滞納整理
のための体制等基礎固
めを完了した。口座振
替については33.30％、
収納率については繰越
が困難事例の増加に伴
い、22.70%となったが、
現年については目標の
98.45%を達成し、全体で
も94.00%を達成した
(H16年3月末見込)。
第3次では自動電話催
告システム等効率化の
効果が発揮できる。
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13 14 15

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項 内　　　　　　　　　　　　　　　容
目 標 年 度

151413
改革の効果説明 特記事項

定量効果
担当部局

行革プ
ランと

の対応

使用料収納率　13年度
90.3％　14年度91.4％
15年度92.0％
口座加入率　13年度
69％　14年度70％　15
年度74％

使用料滞納確認及び納
付誓約書をとる事により
多少の支払い義務意識
の改善がなされた。新
規接続使用者の口座振
替加入者が多くなった。

   

Ａ

○ Ｂ○

市税等収納率の向上に努める。
〔改善〕

昨今の厳しい経済環境に対して
より一層の収納率の向上を図る
ため、滞納整理特別対策本部を
継続するとともに特別徴収体制
の強化を図る。また、歳入のより
一層の安定確保を図るため、納
期内納付ないしは口座振替制度
推進の強化を図る。

21～24

○ ○ ○

○

〔環境保全課（生活排水施設課　～
H15）〕
滞納整理班の編成を行い個人宅へ訪
問滞納整理、使用料滞納確認及び納
付誓約をもらっている。
滞納者への催告書及び文書送付並び
に口座振替依頼書の送付、接続検査
時に訪問説明を行った結果、口座加入
率はH13～H15に７％向上した。

〔保険年金課〕
＜取組経過＞・ 国民健康保険料未納
者への効率的な文書催告として対象者
を限定して５、８、11、２月に実施した。こ
のほかに夜間訪宅の実施、短期未納者
への早期電話催告を平成14年10月か
ら毎月最終週に夜間２回及び昼間随時
電話を実施した。
また、日曜納付相談を、四半期に１回を
平成15年10月から毎月最終日曜日に
開催した。
徴収員を活用するために、職員との連
携・情報交換を密にして滞納者の実態
を把握した。
口座振替未手続き者を抽出し、口座振
替勧奨用紙を送付し、口座振替の促進
を図った。口座振替勧奨は国保加入
時、納付書送付時など様々な機会に勧
奨を行った。
全課員による休日訪宅を平成14年10月
から毎月実施し長期滞納者の実態を把
握し差押えを実施した。平成15年度差
押えの実績は20件である。
行方不明者の実態調査実施により不現
住世帯を職権消除した。
＜取組結果＞全国的な傾向では、長
引く景気の低迷、リストラによる被用者
保険からの移行など保険料収納は低下
傾向に歯止めがかからない中で、本市
では前年度とほぼ同じ収納率になる見
込みである。

休日訪宅、不現住調査
を行っていくことにより、
被保険者の実態を把握
できた。
＜達成度自己評価の理
由＞
滞納整理システムの活
用、徴収員による滞納
整理（徴収）の推進、徴
収員制度の見直し、長
期・悪質滞納者の実態
把握・滞納処分など目
標達成のための手法を
実践した。
その結果、生活困窮、
不現住世帯の把握、資
格証の減少、口座振替
加入率70％など一定の
効果があったと思われ
る。

今後も引き続いて、滞
納者に継続した納付
交渉を行っていく。

 コミプラ使用料滞納
者の納付義務意識が
まだまだ薄いため、今
後の意識改善の広報
等が重要と思われる。

関係部局

13



13 14 15

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項 内　　　　　　　　　　　　　　　容
目 標 年 度

151413
改革の効果説明 特記事項

定量効果
担当部局

行革プ
ランと

の対応

21～242,064○
市税等収納率の向上に努める。
〔改善〕

昨今の厳しい経済環境に対して
より一層の収納率の向上を図る
ため、滞納整理特別対策本部を
継続するとともに特別徴収体制
の強化を図る。また、歳入のより
一層の安定確保を図るため、納
期内納付ないしは口座振替制度
推進の強化を図る。

○ Ｂ○

〔市営住宅課〕
家賃収納率について
＜取組経過＞滞納額10万円以上の世
帯（450件）については収入が年度によ
り差があることなどから分類及び対応策
の決定はできなかったが、法的措置（住
宅明渡請求等）を16件、新規入居の際
には口座振替の普及を図った。
＜取組結果＞13年度　88.93％、14年
度　87.06％、15年度　85.25％
住宅新築資金貸付事業について
＜取組経過＞三重銀行及びJAでの口
座振替を開始し、徐々に振替件数を増
やしている。滞納整理の基準を継続検
討している。継続して行う日常的、定期
的納付指導、特に訪宅指導の強化を
図っているが、一進一退である。
＜取組結果＞
①12年度滞納繰越分収納額11,252千
円（第２次改革前）
②13年度同収納額13,316千円
③14年度同収納額14,918千円
④15年度同収納額13,427千円

口座振替導入により利
便性の向上が図られ
た。

2,1753,666

［家賃収納率の向上
について］
家賃納付の正常化に
向けて毎月の働きか
けが必要な世帯を分
類し、働きかけを行っ
たが職員数の不足か
ら継続できなかった。
今後は滞納整理体制
を強化し、年度当初
での分類及び対応策
の早期確立、滞納世
帯への働きかけの継
続を行い、収納率の
向上に努める。
［住宅新築貸付資金
事業について］
収納に関する要綱案
を基に一律的な滞納
整理の基準を検討し
てきたが、この制度に
おける滞納には制度
目的や滞納原因等、
様々な事情が複雑に
絡み合って問題を複
雑にしていることや、
滞納の悪質性の順序
を付ける事が困難なこ
となどから、一律的な
滞納整理の基準への
意思決定には至らな
かった。また、土木・
建築の未組織労働者
が多いことや、不況の
影響で、償還額は減
少傾向にある。

関係部局
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13 14 15

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項 内　　　　　　　　　　　　　　　容
目 標 年 度

151413
改革の効果説明 特記事項

定量効果
担当部局

行革プ
ランと

の対応

21～24 関係部局

今後の事業採択にあたっては、
単年度の地方債発行額が原則と
して、その年度の元金償還額を
超えないよう、一層慎重な検討を
加え、地方債発行の適正化を図
る。

平成13年度　中期財政収支見通しを作
成し、将来の収支不足を推計
平成14年度　従来の中期財政収支見
通しに加え、財政運営の指針として数
値目標を設定（普通会計ベースの地方
債残高を平成13年度末残高1,114億円
を、平成18年度末に960億円に減らす）
平成15年度　行政経営戦略プランにお
ける財政プランの中に、財政運営の指
針を位置付け、数値目標を修正して設
定（普通会計ベースの地方債残高を平
成14年度末残高1,105億円を、平成18
年度末に918億円に減らす。ただし、臨
時財政対策債は除く。）
企業会計的な財務諸表の公表につい
ては、バランスシートから始まり、行政コ
スト計算書、キャッシュフロー計算書を
加えることができた。また、これら財務諸
表について、類似団体との比較・分析
を行い、行政経営戦略プランの中の財
政プランにおいて、今後の財政運営の
方針に生かすこととした。

○ ○○

市税等収納率の向上に努める。
〔改善〕

昨今の厳しい経済環境に対して
より一層の収納率の向上を図る
ため、滞納整理特別対策本部を
継続するとともに特別徴収体制
の強化を図る。また、歳入のより
一層の安定確保を図るため、納
期内納付ないしは口座振替制度
推進の強化を図る。

○

　

Ｂ

財政経営課Ａ
地方債の適正な発行を図る。
〔改善〕

○ ○

普通会計ベースの地方
債の残高について、地
方交付税の巻き替え分
である臨時財政対策債
を除くと、平成12年度末
の1,104億円から平成15
年度末においては1,064
億円に減少する見込み
である。

・収納事務の簡素・効率
化
・市民の納税手続きの
利便性の向上

〔収入役室〕
・口座振替推進会議を通して、関係各
部局担当者の意識の向上をはかり、より
一層の市全体としての有機的な口座振
替推進活動（口座振替依頼書の統一様
式の作成及び配布、口座振替依頼書
の複数登録制度の利便性等のＰＲ、金
融機関による口座振替推進の依頼の検
討等）を展開し、年0．5ポイント以上の
達成を目標とした。
・市税、各種使用料等9種の収納分に
ついて、様式の統一化、よっかいち広
報でのＰＲ等口座振替の推進に取り組
み、平成15年度末での口座振替加入
率は52.72%、過去3年間で1.71ポイント
の上昇率であった。

計画目標値には達し
なかったものの3年間
の取り組みで口座振
替率は限界値近くに
まで達したと思われ
る。今年度から金融機
関窓口での勧誘を委
託し、一層の口座振
替率の向上を図る。

計画では起債発行限
度額について検討す
るとの表現であった
が、財政プランにおい
て具体的に数値目標
を定めることができ
た。

15



13 14 15

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項 内　　　　　　　　　　　　　　　容
目 標 年 度

151413
改革の効果説明 特記事項

定量効果
担当部局

行革プ
ランと

の対応

財政経営課

財政経営課
各部局

財政経営課
各部局

中長期的視野による健全な財政
運営の推進を図る。〔改善〕

各年度ごとの財政状況に応じ、
「中期財政収支見通し」の見直し
を行い、中長期的視野による健
全な財政運営の推進を図る。

Ｓ

平成13年度　中期財政収支見通しを作
成し、将来の収支不足を推計
平成14年度　従来の中期財政収支見
通しに加え、財政運営の指針として数
値目　標を設定
平成15年度　行政経営戦略プランにお
ける財政プランの中に、財政運営の指
針　を位置付け、数値目標を修正して
設定
中期的な財政収支見通しに加え、財政
運営の指針として数値目標を設定した

計画では収支見通し
の推計のみであった
が、数値目標の設
定、政策プランなどと
整合の図れた財政プ
ランを策定することが
できたことから計画目
標以上との評価を
行った。なお、今後も
毎年、同プランの見
直しを行う予定。

中期的な財政収支見通
しによる収支不足の推
計に加え、財政の健全
化に向けた数値目標の
設定、並びに政策プラ
ン、行革プランと連携し
た財政プランを策定す
ることができた。

○ ○

Ａ

Ｂ

○ ○

○

使用料・手数料等の適正化を図
る。〔改善〕

○ ○ ○

各事業ごとの収支状況を把握
し、コスト分析を行い、受益者負
担の原則により、使用料・手数料
等の適正化を図る。

負担金・補助金・交付金の適正
化を図る。〔改善〕

○
平成１１年度に作成した「補助金
見直し基準」により、負担金・補
助金・交付金の適正化を図る。

平成13年度　・発生主義的な観点から
のコスト分析の手法を検討し、公共施設
の維持管理コストの試算を行った。
平成14年度　・主な公共施設の維持管
理コストについて、13年度の決算額に
基づき算出し、主要施策報告書等によ
り公表した。
平成15年度　・前年度に引き続き、主要
な公共施設の維持管理コストについ
て、14年度の決算額に基づき算出し、
主要施策報告書等により公表した。

コスト分析の手法確立、
算出、公表により、各部
局において公共施設へ
の受益者負担のあり方
について問題意識を醸
成した。

補助金見直し基準の周
知徹底、財源配分方式
による予算編成に伴う
各部局の主体的な取組
みなどにより、右のとおり
節減効果があった。

平成13年度　・財政運営説明会、予算
要求説明会などの場で、補助金見直し
基準の周知徹底を行った。
平成14年度　・予算編成において全て
の予算事業を特定配分経費と枠配分
経費に分類し、後者については、一般
財源を前年度比一律20％減で枠配分
した。（財源配分方式）
・枠配分の節減額については、最終調
整の後、前年度比11.9％の減となった。
平成15年度　・前年度に導入した財源
配分方式に改善を加えた。（枠配分経
費の拡大、性質別シーリングなど）。
・枠配分の節減額については、11.6％
の減となった。
財源配分方式による予算編成システム
を確立することにより、経常経費の節減
について各部局の主体的な取組みを
促すことができた。

15,73812,089

30,20517,051

9,135

16、20

19

次期計画において
も、引き続き補助金・
負担金の適正化に取
り組む。

次期計画において
も、引き続き使用料・
手数料の見直しに結
び付くよう、コスト分析
等を行う。

351,577

16



13 14 15

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項 内　　　　　　　　　　　　　　　容
目 標 年 度

151413
改革の効果説明 特記事項

定量効果
担当部局

行革プ
ランと

の対応

各部局Ａ

 平成15年4月の技術集積活用型産業
再生特区の認定をはじめ、市内におい
て新規設備投資や新規事業所の立地
を促進する奨励金の充実、市内事業所
における高付加価値型事業への転換
や次世代産業への展開を促進する研
究開発拠点の形成に対する奨励金の
創設、中心市街地における集客施設の
整備を促進する方策など、新規雇用や
税収に結びつく産業活動への支援を強
化している。
また、燃料電池に関連する企業進出を
誘導するため、燃料電池に関す実証実
験に対する補助制度を創設するなど、
戦略的な企業誘致の試みを始めてい
る。
一方、ビジネス・インキュベーター事業
にも引き続き取り組んでおり、起業家育
成支援とともに、中小企業の新規事業
展開促進に取り組んでいる。
その他、市内施設を会場として、一定規
模以上のコンベンションを実施した主催
者に対し会場費の一部を助成すること
により、本市にコンベンションを誘致し、
来街者の増加と市内の経済活動の活
性化につなげる取組みも進めている。

　
将来における歳入の増
加

新たな財源確保につながる諸施
策を検討する。〔検討〕

○○ ○
安定した財政基盤の確立に向け
て、新たな財源の確保につなが
る諸施策を検討する。

17



　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
３　事務事業の見直し
　 (1)市民と行政との協力・協働

　

　

今後の公共施設の整備にあたっ
て、民間資本を主体とする整備
手法（PFI制度）の活用について
検討する。

政策課
各部局

当初1610百万円（上
限価格）により民間事
業者を公募したとこ
ろ、提案価格は1388
百万円となり予想以
上の効果を上げること
ができた。今後は、平
成16・17年度内の新
市営住宅完成を目指
し、入居者移転補償、
工事監督を進めてい
く。

市民生活課
各部局

市民生活課

福祉分野等において
は、市民活動団体に
よる極め細かい市民
サービスの提供が図
られた。

ＮＰＯ、ボランティア活
動についての情報提
供の充実が図れた。

○ 　

○

15
改革の効果説明

13
担当部局

15
特記事項

14

定量効果達成度の
自己評価

改 革 事 項

○

平成13～15年度取組経緯と結果

○ ○

内　　　　　　　　　　　　　　　容

ＮＰＯ促進調整会議にて、パイロット事
業を指定したり、ＮＰＯの企画やマネジ
メント能力向上のための講座等を開催
して、協働のパートナーとしてのＮＰＯ
育成に努めた。その結果、３年間で、１６
事業の協働事業を実施するとともに、３
０のＮＰＯ法人が誕生した。しかしなが
ら、公共的サービスを担える市民活動
団体はまだまだ少なく、今後とも協働事
業を推進するため各種施策を実施し、
育成に努める。

目 標 年 度

市民と行政との協働事業を推進
するとともに、NPO等市民活動を
促進するための各種施策を実施
する。

ボランティア活動領域の拡大を
図る。　　〔改善〕

1413

○

ボランティア活動についての領
域の拡大を図る。

○ ○

NPO等市民活動との協働を進め
る。　〔改善〕

PFI制度の活用について検討す
る。　〔検討〕

B

市民活動センターをボランティア活動の
拠点となるよう利用促進に努めるとととも
に、各種情報提供のためホームページ
を充実した。その結果、市民活動セン
ターの利用者増、ボランティア活動につ
いての情報提供の充実が図れた。しか
しながら､行政におけるボランティア関
係窓口とボランティア関係者との意見交
換が進まず、市民に分かりやすいボラン
ティア窓口の統一は図れなかった。

B

Ｓ

〔市営住宅課〕
平成13年度　事業の課題整理、事業フ
レーム・スケジュールの設定、庁内方針
の決定
平成14年度　選考委員会組成、事業実
施方針・募集要項の公表、最優秀提案
者の選定
平成15年度　優先交渉権者の決定、基
本協定締結、事業用地無償貸付、Ⅰ期
工区市営住宅の除却、Ⅰ期市営住宅
の建設着手

○ 従来方式と当該手
法の建設費を比較
し、削減率３１．２％
（628百万円）を実現し
た。
○ 従来の市営住宅と
比較し、維持管理・修
繕コストの縮減が可能
となる建物性能を確
保した。
○ 従来では営繕工
務課、担当課が行う
設計・工事監理の業
務等を民間委託する
ことにより、庁内にお
ける業務削減を可能
とした。

行革プ
ランとの

対応
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15
改革の効果説明

13
担当部局

15
特記事項
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定量効果達成度の
自己評価

改 革 事 項 平成13～15年度取組経緯と結果内　　　　　　　　　　　　　　　容
目 標 年 度

1413

行革プ
ランとの

対応

　

　

○ 　 Ａ

〔教育施設課〕
平成13年度----小中学校校舎等施設
整備のPFI手法導入可能性の調査検討
（平成１２年度におこなったモデル３校
の検討調査の時点修正を含めて昭和３
０年代建設校舎の未整備校１０校につ
いての調査検討）
平成14年度----小中学校校舎等施設
整備のPFI手法導入可能性の調査検討
（前年度調査検討結果を受けて、改築
対象４校のPFI事業の導入実施にむけ
ての具体的な調査検討）
その結果、小中学校校舎等施設整備に
ついては、従来手法よりPFI手法による
場合がVFMがあるとの確認がされ、改
築対象４校についてのPFI事業方式に
よる施設整備に関する実施方針を策
定、平成１５年２月に公表した。

○

インターンシップ制度の本格導
入を図る。　〔改善〕

○ Ａ

検討結果をうけてPFI
手法導入の手続きが
開始され、近時の厳し
い財政事情が続いて
いる状況の中では、
多額の費用を要し、
遅れ気味の校舎改築
等施設整備をPFI事
業によることで、財政
的には負担の軽減・
平準化が図られ、市
民から強く求められ必
要とされる改築対象
校の早期整備が具体
化でき、その実現が
期待される。

学生の市政に対する理解を深め
るため、講義実習の一環として、
学生を研修生として受け入れる。

○ ○

PFI制度の活用について検討す
る。　〔検討〕

今後の公共施設の整備にあたっ
て、民間資本を主体とする整備
手法（PFI制度）の活用について
検討する。

人事課
職員研修所

大学生を職場に受け
入れることにより、受
入側の接遇向上をは
じめ、説明責任能力
等の職員の資質を高
めるとともに、市民
サービスの向上につ
ながる。

平成13年度　四日市大学との協議を経
て、各職場へ研修受入場所の照会をは
じめ、受入条件及び実施要領の制定に
ついて検討した。
平成14年度　　四日市大学に在籍する
学生の就業体験研修実施要領を制定
し、研修生の受入可能な職場（10部と
職員研修所）を選定し、四日市大学総
合政策学部２年次10名の研修生を受け
入れ、平成14年7月26日～8月12日(12
日間)で実施した。
平成15年度　　昨年度に引き続き、四
日市大学に在籍する学生のインターン
シップ実施要領に基づき、総合政策学
部２年次４名(平成15年7月30日～8月
14日の12日間・４部と職員研修所)と環
境情報学部３年次２名(平成15年7月30
日～8月12日の10日間・農業センター)
の研修生を受け入れ、実施した。
その結果、平成14年度から本格的に導
入を図ることができ、平成15年度では研
修の希望者は少なかったが、総合政策
学部に加え、環境情報学部からの研修
生を受け入れることができた。

政策課
各部局

ほぼ当初スケジュー
ルどおり経過してきて
おり、平成15年度に
おいてPFI事業者を決
定、平成16年度にお
いて、事業契約を締
結し事業着手の見込
みである。
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15
改革の効果説明

13
担当部局

15
特記事項

14

定量効果達成度の
自己評価

改 革 事 項 平成13～15年度取組経緯と結果内　　　　　　　　　　　　　　　容
目 標 年 度

1413

行革プ
ランとの

対応

　

公共施設の維持管理への市民
参加を促進するため、アダプショ
ン・プログラムの導入を検討す
る。

平成１３年度において、アダプション・プ
ログラムに関係の深い公園緑地課、道
路課、河川課、都市計画課、市民生活
課、社会福祉協議会等の参加を得て、
四日市大学地域政策研究所との共同
研究を実施し、導入の可能性やシステ
ムのあり方について検討を行った。現
在、市民のボランティアにより地域が主
体となって公園、河川、道路などの公共
施設の管理が行われている。このような
活動に対し、契約をベースにしたアダプ
ション・プログラムを導入することは、か
えって活動の停滞を招く恐れがあり、早
期の導入には否定的な意見が支配的
であった。
地域を越えたNPOなどが公共施設の管
理を担うようなケースでは導入すること
の意義もあることから、今後、各施設管
理の状況に応じて、段階的にアダプショ
ン・プログラムの導入を検討していくこと
とした。

結果として早期に導
入することには至らな
かったが、制度の必
要性について全庁的
な検討を行うことが出
来た。

市政運営における意思決定過程
に市民の意見を反映するため、
パブリックコメント制度について
検討する。

B
アダプション・プログラムの導入を
検討する。〔検討〕

○ 政策課○ 　

パブリック・コメント制度について
検討する。〔検討〕

○○ ○
政策課

市民生活課
各部局

Ｂ

パブリックコメント制度にあたって各市の
実施状況などの情報収集し、検討を行
い、要綱原案を作成し､問題点･課題の
抽出等を進めているところである。また、
パブリックコメントの手法を取り入れた
「都市計画マスタープラン全体構想」
「安全なまちづくり基本計画」「地域福祉
計画」などを実施した。

行政が市民への説明
責任を果たすことによ
り、市民の市政参画も
促進することが可能と
なる。

現在進められている
自治基本条例の制定
の動きと合わせ、全庁
的に統一されたルー
ルとしてのパブリックコ
メント制度を創設す
る。

11

今後、関係各課の管
理する施設の状況に
応じて、段階的にアダ
プション・プログラムの
導入を検討していくこ
ととする。
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
３　事務事業の見直し
(2)　事務事業の改善

　

　

　

行革プ
ランと

の対応

26

特記事項

工事実績及び技術者の
専任状況を確認するこ
とにより、施工技術の確
保、不良不適格業者の
排除が図れた。

　

昨年度に引き続き、Ｉ
Ｔ技術を活用した窓
口サービスの充実に
ついて検討を行って
いく。
<主な検討内容>
①ＩＣカードの利用計
画
②自動交付機の設置
による証明書の自動
発行
③自宅や会社のパソ
コンから証明書の発
行申請が行えるサー
ビス(電子申請)
④総合的に窓口の案
内を行うための仕組
みの構築

①費用対効果が期待で
きない。
（自動交付機１台：1000
万）

②IT化の流れを受け
て、単に自動交付機に
よる証明書の自動発行
だけでなく、ICカードを
はじめとするIT技術を利
用した窓口サービスの
充実について検討して
いく必要がでてきた。

効率かつ適正な行政運
営の推進に向けて、適
正な専決権限及び合議
範囲とすることができ
た。

従来以上に効率かつ
適正な行政運営が求
められるとともに、情
報技術の進展する中
にあって、これまでは
権限及び責任のあり
方について適切に対
応することができた
が、さらに今後とも適
切な対応を行うように
十分に検討を行う。

改革効果の説明

平成13年度
5月～6月　⇒　導入準備（使用回線、Ｏ
Ａ機器購入等）
　　7月　⇒　システムサービス利用開始
一般競争入札における配置技術者及
び工事実績等のチェックに活用を図っ
た。

Ａ

定量効果

13 14 15

証明書等発行業務に自動交付
機の導入を図る。　　〔改善〕

○
事務専決規程・合議範囲の見直
しを検討する。　〔検討〕

Ｃ

《計画当初》
住民基本台帳カード（ICカード）を利用
することを前提として検討。住基カード
の仕様決定を待つ。
《平成13年度》
ICカードの多目的利用や広域での利用
の実現について検討を行った。
《平成15年度》
国のe-japan計画にもとづいて進める電
子申請の実施計画と調整しながら、設
置の可能性について検討した結果、導
入時期を見直すことになった。

各年度組織機構の見直しに伴い専決
権限の見直しを行ったほか必要に応じ
て専決権限及び合議範囲を見直した。
文書管理及び財務会計システムの更
新に伴う見直しについては、システム更
新の進捗に合わせて関係課とともに検
討を行った。

○

○

Ａ
総務課

財政経営課

工事実績情報サービスの活用を
図る。　〔改善〕

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果

○ 　 　

改 革 事 項
1413

目 標 年 度
担当部局

調達契約課

市民課

15
内　　　　　　　　　　　　　　　容

登録業者の施工能力を把握する
ため、工事実績情報サービス（コ
リンズ）の活用を図る。

事務専決及び合議において、電
子決済の導入に向けて事務処
理の効率化のための見直しを検
討する。

○

○ ○
住民票・印鑑証明書等の自動交
付機による発行を行い、市民
サービスの向上を図る。
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行革プ
ランと

の対応
特記事項改革効果の説明

定量効果

13 14 15

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
1413

目 標 年 度
担当部局

15
内　　　　　　　　　　　　　　　容

　

9

効果的、効率的な行政
事務の推進が図られ、
市民サービスが向上し
た。

○

勤務時間の柔軟な運用を検討
する。〔検討〕

○

人事課
女性課
各部局

人事課Ａ

＜取組経過＞平成13年度にて介護高
齢福祉課本格実施、平成14年度に納
税課で試行、平成15年度より納税課で
本格実施した。また、平成15年度よりナ
イター競輪に対応した時差出勤を事業
課で開始した。
＜取組結果＞納税課の時差出勤実施
により、時間外勤務を増加させることな
く、折衝件数が平成13年度530件、平成
14年度893件、平成15年度1605件と件
数を増加させるとともに、折衝率も
42.0％→45.7％→60.3％と上昇し、収
納率の上昇に貢献した。また、介護高
齢課において実施している介護保険認
定審査会について、医師等からなる審
査委員の業務の関係で認定審査会を
業務時間中に開催するには支障が大き
いが、時差出勤により時間外勤務手当
を増加させることなく、土曜日や夜間等
に認定審査会を開催し、増加する申請
に対応できるようになった。このように、
市民の生活時間帯に合わせた行政
サービスを提供できるようになった点に
おいて時差出勤は大きく貢献している
ものと考えており、その他の業務におい
ても適用可能なものを研究していく

○

今後とも各課との事前
協議の中で、女性委
員がいない審議会の
解消などを行い、女
性委員の登用を図り
たい。

審議会・委員会等への女性の参
画を促進する。　〔改善〕

○

　登用率に目標を設定
することにより、委員選
定時においても女性登
用を意識するようにな
り、結果として意識改革
につながりつつある。

Ｂ

＜取組経過＞女性委員の登用推進、
女性課・人事課との事前協議、登用計
画及び登用状況の報告、公表（６／１現
在）。
＜取組結果＞平成11年度には女性登
用率が18.8％であったものを平成13年
度　22.1％、平成14年度　23.4％、平成
15年度　24.2％と登用率を高めてきた
が、中間目標である平成15年度30％を
下回った。（最終目標：平成22年度末
50％）
各種委員の選任時には、女性課と人事
課が登用率の事前チェック、指導に努
めてきているが、委員を各種団体の代
表者等としているなど、女性登用率の
向上に困難な面もあることから、それぞ
れの委員選任の根拠となる要綱等の改
正を含め、最終目標の達成に向け、女
性課との連携に努めながら更なる登用
率の向上を目指す。

○

「審議会等女性委員登用推進要
綱」（平成11年4月施行）に基づ
き、審議会・委員会等への女性
の参画を促進する。

効果的、効率的な行政事務の推
進を図るため、勤務時間の柔軟
な運用を検討する。

○
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行革プ
ランと

の対応
特記事項改革効果の説明

定量効果

13 14 15

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
1413

目 標 年 度
担当部局

15
内　　　　　　　　　　　　　　　容

現段階では、全面的
な有料化は困難な状
況にあるが、新総合ご
み処理施設の建設
を進めていくなかで、
今後も検討していく必
要がある。

137,47186,475220,279
コスト縮減額　444,225
千円（Ｈ１3～15）

保々駅のパーク＆ライド
やＪＲ富田駅の駐輪場
は利用状況がよく、市
民にとって有効な施策
実施が出来た。なお、
バスロケーションシステ
ムについては運用をし
てから時間が経過して
いないことから、現在も
広報に努めているところ
である。

事務の効率化、市民
サービスの向上

粗大ごみの有料化実施
後は、排出量が当初の
見込みより大幅に少な
かったが、実際の減量
効果は把握しがたいと
ころがある。

Ａ

粗大ごみ戸別有料収集については、本
市ごみ減量等推進審議会において有
料収集に改めることが妥当との答申を
受けて検討を行い、平成１４年１月から
実施した。
　その他の家庭ごみの有料収集につい
ては、内部において他市の事例調査を
はじめ検討を行ってきた。また、本市ご
み減量等推進審議会に諮問を行った
結果、平成１５年７月に現段階では市民
との合意形成がなされていないため時
期尚早であるとの答申があった。この審
議会の答申を含め検討を行った結果、
当面は有料化しないこととした。

Ａ

工事の計画・設計等の見直し等による
工事コスト縮減、施設の長寿命化、省
資源、省エネルギー化等によるライフサ
イクルコスト縮減に努めた。その結果、
コスト縮減率　平成13年度７．８６％、平
成14年度５．１７％、平成15年度７．０
４％（H15.12）、図書館空調改修工事に
おいては、光熱費を１６．６％縮減。

Ａ

ノーマイカー通勤を促進するため、自
宅側で公共交通機関の利便性を高め
る必要があり、鉄道事業者やバス事業
者と協力しながら利便性向上策を実施
した。
平成13年度に三岐鉄道保々駅前広場
（市施工）と無料駐車場整備（鉄道事業
者施工）を行い、自動車と鉄道を連携
することによって広い範囲から鉄道利用
を可能にした。（パーク＆ライド、キス＆
ライドの基盤整備）
平成14年度には近鉄日永駅で屋根付
駐輪場を、またJR富田駅で駐輪場の拡
張整備を行い、自転車で駅に行きやす
くした。
平成15年度にはノーマイカー通勤を側
面から支援するため、公共交通機関の
利便性を高めるバスロケーションシステ
ムの導入を県とともに検討して実現化を
図った。

○ ○○

公共工事コスト縮減のための行
動計画を推進する。〔改善〕

「公共工事コスト縮減に関する行
動計画」（平成11年３月策定）に
掲げた具体的施策のより一層の
推進に努める。

○ ○ ○ 営繕工務課

交通マネジメントの一層の推進
方策を検討する。〔検討〕

道路交通渋滞の緩和対策の１つ
である交通需用マネジメントの取
り組みとして、ノーマイカー通勤
等の拡大を検討する。

一般家庭ごみ収集の有料化を検
討する。〔検討〕

ごみ減量対策の一つとして、一
般家庭ごみ収集の有料化を検討
する。

○ ○ 　 生活環境課

各種申請書の添付証明書の簡
素化を推進する。〔改善〕

事務の効率化と市民サービス向
上のため、各種申請時の添付証
明書を簡素化するための基準を
策定し、簡素化を推進する。

○ ○ Ａ
地方分権一括法施行後に伴う規制緩
和後の状況調査の実施及び簡素化指
針の策定、周知と見直しの実施

　
総務課

財政経営課

道路整備課
都市計画課
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行革プ
ランと

の対応
特記事項改革効果の説明

定量効果

13 14 15

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
1413

目 標 年 度
担当部局

15
内　　　　　　　　　　　　　　　容

57
学校選択の機会の拡
大、学校の活性化、学
校施設の有効活用等。

　三重県からの権限移
譲により、事務処理の迅
速化、効率化とともに市
民サービスの向上が図
られた。
　楠町との合併の実現
によって、中核市移行
要件を満たすことにな
り、中核市実現の基礎
が整うこととなる。

下水道事業の財政状態
及び経営成績の開示

Ａ

〈平成１３年度〉
・四日市地区広域都市研究会及び四
日市市・鈴鹿市合併研究会を設置する
とともに、市長公室に合併推進室を設
置し、市町村合併についての本格的検
討を開始。
〈平成１４年度〉
・２市２町による四日市・鈴鹿地区広域
合併研究会を設置し、市町村合併につ
いての検討を継続。
・権限移譲に関し、三重県と協議。
・中核市制度等移行に関する調査を実
施。
〈平成１５年度〉
・中核市の要件を満たす人口３０万人
都市を目指し、７月に四日市市・楠町任
意合併協議会を設置、議会の同意を得
て１０月には四日市市・楠町合併協議
会（法定協議会）に移行し、平成１６年３
月には全ての協議項目の協議を終える
とともに、新市建設計画が承認された。
・権限移譲に関し、三重県との協議、調
整を行い、教育委員会関係の権限移譲
を受ける。２月に県と市町村の新しい関
係づくり協議会が発足。
・中核市に関する調査・研究を実施。

Ａ

平成13年度　移行準備に向けた準備
作業
　　　条例改正（１２月）
　　　企業会計予算成立（３月）
平成14年度　企業会計実施

○

公共下水道事業の企業会計へ
の移行を推進する。〔改善〕

公共下水道事業の財政状況及
び経営状況をより明確にし、より
健全な運営を確保するため、公
営企業会計への移行を推進す
る。

○ ○

児童・生徒数の増減に対応した
通学区域制度のあり方を検討す
る。〔検討〕

各地域の児童・生徒数の増減に
よる学校施設等の有効活用を図
るため、自由選択による通学区
域制度の導入可能性について
検討する。

○ ○

○ ○

○ 教育総務課

下水管理課

Ａ

平成13年度　教育委員会は「四日市市
小・中学校通学区域制度等検討委員
会」へ現行通学区域制度の検証と学校
選択制導入について諮問。
平成14年度　同検討委員会から制度導
入の方向で答申。
平成15年度　事務局内ワーキンググ
ループにおいて導入に向けた準備を進
めるとともに、関係団体への説明を実
施。
それらを踏まえ、制度の実施案作成し、
中学校において平成18年度新入生（小
学校においては中学校への導入結果
の検証により時期を見極める。）からの
制度導入に向け調整を図った。

中核市の指定に向けた各種施
策の取り組みを検討する。〔検
討〕

中核市の指定要件の実現を目
指し、各種施策の取り組みを検
討する。

政策課

目標どおり、平成14年
4月1日から企業会計
化を行った。

　県からの更なる権限
移譲について県との
協議に着手する。
　また、市町村合併に
ついては、平成１７年
２月７日の合併の実現
に向けて、今後両市
町議会や県議会の議
決、総務省への届出
などの諸手続きや合
併準備を進めていく。
　中核市の指定につ
いては、合併後、早
期の実現を目指す。
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行革プ
ランと

の対応
特記事項改革効果の説明

定量効果

13 14 15

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
1413

目 標 年 度
担当部局

15
内　　　　　　　　　　　　　　　容

　

環境マネジメントシステ
ムの適正な運用及び
リース料の平準化を図
ることができた。

印刷、丁合い及び製本
の工程を含めた処理が
可能な印刷用デジタル
複合機を導入すること
により、印刷業務の効率
化を図ることができた。

枠配分予算の中で最
大限の努力をしたとこ
ろであるが、導入計画
の見直しが必要であ
る。

Ｓ

印刷機器の見直しを行い、町内印刷業
務の効率化を図るため、13年度各機種
の比較検討、14年度費用対効果の分
析を行い、15年4月にデジタル複合機1
台、12月にさらに1台導入し、庁内印刷
業務の効率化を図った。

女性センターの業務のあり方及
び管理運営方法の見直しを検討
する。〔検討〕

Ｂ

女性センターの管理運営手法の見直し
の中で、平成13年度を目処に所長の民
間登用を目指して採用試験を行ったと
ころ、適任者が見当たらなかったという
結果となった。その後、女性センターを
有している同格都市の職員体制・管理
体制の実態を調査し、課とセンターの
分離を含めて考えたが、センターの委
託については、受け皿となる団体が見
当たらなかったことにより、従来からの
組織体制となっている。しかし、女性施
策の充実を図るため、平成14年度に男
女共同参画プランを改定し、平成15年
度には男女共同参画都市宣言を行っ
たほか、平成16年度からファミリーサ
ポートセンター事業を民間委託するな
ど女性課の機能を高める取組みを進め
た。

　

環境に配慮した公用車（庁用自
動車）へ切り替えを推進する。
〔改善〕

女性施策の充実を目指し、女性
課と女性センターの機能分担の
あり方と女性センターの管理運
営手法の見直しについて検討す
る。

○ ○

公用車（庁用自動車）の更新に
あたって、低燃費で環境負荷の
少ない車両への切り替えを推進
する。

○ ○

連絡員制度の見直しを検討す
る。〔検討〕

現行連絡員制度の課題を解決
するため、制度の廃止を含め、
見直しを検討する。

Ａ

連絡員との意見交換会を開催し、業務
の現状把握を行い問題点を抽出すると
ともに、個人あて文書量調査とそれに伴
う経費の試算を行った。また、広報紙な
ど全戸配布文書を宅配化にした場合の
経費の試算も行ったほか、連絡員への
期末手当の廃止（16年度）および退職
報償金の廃止（17年度）を決定した。さ
らに報償費の月額単価は個人あて文書
の減少に伴い改定を行った。
平成１６年度よりプライバシーを重視す
る文書から順次郵送化を行う。

○ ○ ○

管財課

男女共同参画プランを
改定したことにより、具
体的な事業が明確に
なった。また、都市宣言
を行ったことにより、市
民意識の高揚が図れ
た。ファミリーサポートセ
ンター事業について
は、ＮＰＯ法人が培って
きたノウハウや託児制度
の活用などで利用者の
サービス向上が期待で
きる。

女性課

総務課
市民生活課

郵送化を進めることで、
個人情報保護および文
書配達の迅速化が図ら
れた。

地区市民センターの
将来ビジョンと併せ
て、連絡員は廃止せ
ず将来的に地域の団
体事務局等に委ねる
方向を今後検討。そ
れに伴い、個人あて
文書はすべて郵送化
し、連絡員は全戸配
布文書および自治会
長への組回覧文書配
布としていきたい。

35

36

Ｂ

３か年で全一元管理車両を低公害車等
に切り替える予定であったが、予算の
削減により、さらに数か年要することと
なった。その結果、一元化管理車両６４
台のうち、ハイブリッド車６台、低公害車
２８台、計３４台を低公害車等へ切り替
えた。

○

○

庁内印刷業務の効率化を図る。
〔改善〕

印刷機器等の見直しにより、庁
内印刷を簡便化し、一般職員に
よる印刷を可能とすることにより、
業務の効率化を図る。

○ ○ ○ 総務課

今後、庁内ＬＡＮによ
る印刷業務のネット
ワーク化について検
討を行い、全庁的な
印刷業務の効率化を
図っていく。
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特記事項改革効果の説明
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2,592

12,622

1,944 2,592

19,000 53,500 101,000

142,797123,39271,082

第２科の募集停止から
廃止に至るまで教員数
の見直しを行い、経費
の節減を図った。

フロアの有効利用とコス
ト縮減

人件費の削減

定性効果として、利用
者の申請方式が、医療
機関で受給者証を提示
するだけでよくなるとい
う利便化を図れた。ま
た、定量効果として、右
に示すような金額が削
減できた。

Ａ

口座振替推進会議で、市税、保険料等
一元化する対象業務の検討、1枚の口
座振替依頼書で複数の払い込むことが
できる統一様式の作成、各担当部局で
の収納にかかる入力手続きの検討を
行った。平成13年7月より、市・県民税、
固定資産税、国民健康保険料等９種業
務について収入役室で入力等の一元
管理を実施した。

Ａ

平成15年度から土木積算システム
Cydeenを導入し、三重県から単価、施
工データを安価に入手できたほか、庁
内LANを使用して積算することで、担当
者が机上で積算できるようになった。

口座振替に伴う口座情報入力等
の一元化を図る。〔改善〕

現在、各担当部局で実施してい
る口座振替依頼による口座情報
の入力及び帳票管理を収入役
室に一元化することにより、業務
の効率化を図る。

○ 　 　 収入役室

　
保健福祉課
病院総務課

指名競争入札における仕様書の
デジタルデータ化を推進する。
〔改善〕

現在、指名競争入札時に指名業
者にペーパーで渡している仕様
書をフロッピー渡しに変更するこ
とにより、紙使用量の削減等によ
るコスト削減を図る。

○ ○ ○

Ａ

医療環境の変化により、看護師養成の
重点が准看護師から正看護師に移行し
ていることから、第２科について平成１３
年度からの募集を停止するとともに、平
成１２年度入学生が卒業する平成１５年
３月をもって廃止。
平成13年度　新年度の新入生募集を
停止し、教員を２名削減（11→9）。
平成14年度　看護師等養成所の運営
に関する指導要領の改正による要増員
２名を再任用１名に抑えた（13→10）。
平成15年３月第２科廃止。
平成15年度　第２科の廃止に伴い第２
科教員を削減した。（13→8）

市立高等看護学院第２看護学科
を廃止する。〔改善〕

医療環境の変化により、市立高
等看護学院第２看護学科を廃止
する。

○ ○

Ａ

県の補助を受けて実施している福祉医
療費助成制度（心身障害者、乳幼児、
一人親家庭等、老人）について､少子高
齢化の進展や医療費の増加など制度
を取り巻く環境が大きく変化する中で、
低所得者に対する所得保障施策として
の意義等を明確にするなどの観点か
ら、助成内容全般を見直し、真に助成
を必要としている人に対する支援への
重点化を図るため、平成13年9月から
「利用申請方式の利便化」を図るととも
に､「所得制限の導入・基準の見直し」､
「入院時の食事療養費にかかる標準負
担額の助成の一部廃止」、「乳幼児医
療費の自己負担金の廃止」などを柱と
した制度改正を実施した

福祉医療費助成制度の給付内
容等の見直しを図る。〔改善〕

現行の福祉医療費制度につい
て、利用申請方式の利便化を図
るとともに、制度の意義を明確化
し、所得制限の導入などにより制
度の適正化を図る。

○ 　 　

総務部
都市整備部
下水道部

保健福祉課
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15
内　　　　　　　　　　　　　　　容

　

42,494

旅費事務手続きの簡
素・効率化

○ 消防救急課Ｂ

管内事業所の従業員等を対象に、応急
手当普及員の養成講習を毎年２回行
い、資格取得者が自分の事業所内で
普通救命講習受講者を増やすことを目
標として事業を進めた。また、応急手当
普及員からの資機材の貸し出しに備
え、訓練人形等を年次的に導入した。
応急手当普及員の年度別取得状況
（＊は普及員が実施した普通救命講習
の受講人数）は、平成13年度－Ｈ
14.4.1に指導内容の変更が予定されて
いたため、普及員の養成は実施せず
（＊299名）、平成14年度－124名（＊
708名）、平成15年度－56名（＊236
名）。
訓練人形の導入状況　平成13、14、15
年度とも、成人用2体、小児用1体、乳
児用1体。

Ａ

応急手当普及員の活用を検討
する。〔検討〕

現在、消防職員で実施している
応急手当講習の講師に応急手
当普及員（自己の事業所等の従
業員に対する講習指導員）の活
用を検討する。

○ ○

職員旅費の支払方法及び支払
請求事務の見直しを図る。〔改
善〕

職員旅費について、支払方法及
び支払請求事務を簡略化し、事
務の効率化を図る。

　 ○ 　 収入役室

新たなシステムを構築するより、平成15
年度稼動の新財務会計システム、平成
16年稼動の文書システム（電子決裁）
上で対応できるよう旅費の口座払い等
旅費の支払い、請求事務の改善の検
討を行った。平成16年4月より新財務シ
ステム、文書管理システム上で実施す
ることができた。

　 Ａ

市税、各種保険料等を口座振替を行っ
た場合に送付していた「口座振替通知
書」を廃止するにあたり、口座振替推進
会議で関係所属と協議し、問題点の解
消に向け検討を行った。
平成13年10月より、送付する「口座振替
通知書」に、通知書廃止の旨のを記載
し、また、広報よっかいちへの掲載、案
内文書の発送等を行い、市民への周知
を図った。
平成14年4月より口座振込済通知書の
廃止。

口座振込済通知書の廃止につ
いて検討する。〔検討〕

現在、各種口座振替を行う都度
発送している口座振込済通知書
の廃止について検討する。

○ ○

Ａ

口座振込通知書の廃止に向け、指定
金融機関、ＩＴ推進課と協議、検討を行
い、通知書が送付されないかわりに、受
取人の通帳の振込人欄に「ＹＣ（担当所
属名）」を記載することで、受取人にわ
かるよう対応を図った。
平成14年4月実施に向け、2月から債権
者に通知、広報よっかいちへの掲載に
より市民に周知を図った。
平成14年4月より、振込先の通帳記載
で対応し、口座振込通知書を廃止。

収入役室

経費削減
入金情報の迅速化
環境負荷の軽減

経費削減
環境負荷の軽減 42,494

8,2008,200
口座振込通知書の廃止につい
て検討する。〔検討〕

現在、公金の支払ごとに受取人
に発送している口座振込通知書
の廃止について検討する。

○ ○ 　

各事業所の応急手当普
及員が実施した普通救
命講習の受講者は、こ
の3年間で約1200名に
のぼり、住民の救命措
置の習得の拡大に貢献
した。

今後も事業所の従業
員を対象とした応急
手当普及員（成人を
講習）の養成を継続し
ていく。
また、小、中学校の教
職員を対象とした応
急手当普及員（小児・
乳幼児等を講習）の
養成も行いたい。

収入役室
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15
内　　　　　　　　　　　　　　　容

　

1547

市民企画公募のもの
と大学機関へ委託す
るものとの比率やその
取り扱いについて今
後も検討していく。

市民が企画、運営に参
加することにより、市民
大学への関心が深まる
とともに、職員の講座実
施にかかる業務の軽減
につながった。

Ａ

平成１３年度：市民ボランティアを募り、
企画会議を繰り返しながら企画・実施し
た。
平成１４年度：同上。次年度にむけて、
実施案を公募した。
平成１５年度：１コースをＮＰＯ公募によ
る企画運営で実施したほか、四日市大
学へも２コース委託した。次年度に向け
て３コースを公募したほか、四日市大学
と三重大学にも委託することで調整し
た。平成16年度は全コースを民間企画
実施できるよう計画実施中である。

Ａ
担当者研修、共催研修の充実、指導
課・学校教育課の教職員研修を教育セ
ンターへ移管等の実施。

教職員研修制度の見直しを検討
する。〔検討〕

縦割りで実施されている教職員
研修について、一層効果的、効
率的に実施するため、研修制度
の見直しを検討する。

○ ○

教職員の資質向上、教
育現場のニーズ、教育
課題解決のための研修
内容について見直すこ
とができた。

教育行政と学校現場
とが一体となって取り
組める教職員研修制
度を確立していく必要
がある。

○

市民運動型市民大学の導入を
図る。〔改善〕

市民大学の企画・運営を、現行
の行政主導型に市民運営型の
導入を図る。

○ ○ ○ 生涯学習課

Ａ

三重郡四町にひきつづき、平成14年度
は、東員町、大安町と平成15年度には
「いなべ市」と、覚書を締結した。その他
に、平成14４年度～15年度に桑名市・
鈴鹿市と調整を行ったが、新館建設や
合併等の理由から現在のところ不調で
ある。

三重郡の住民が当館を
利用する場合が多い
が、利用できる図書館
を広げることで、より多く
の図書の貸し出しが可
能となり、利用者のサー
ビス向上に寄与できる。

桑名市、鈴鹿市と引
き続き調整をし、広域
拡大に努める。

図書館
図書館の広域利用の拡大を図
る。〔改善〕

○○ ○

現在、三泗４町の図書館で可能
となっている利用者直接による図
書借り受けの対象地域の拡大を
図る。

指導課
学校教育課
人権・同和教

育課
教育センター
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
３　事務事業の見直し
(3)　外部委託の推進

　

行革プ
ランと

の対応

4017,118 17,118 18,202

130,724

平成12年5月参議院付帯決議に
おいて、次の介護保険制度の見
直しの際に養護老人ホームのあ
り方について十分検討を行うこと
となった。この検討結果を見なが
ら、管理運営の委託化等の可能
性を検討する。

内　　　　　　　　　　　　　　　容
151413

目 標 年 度

○

担当部局

希望の家の管理運営の民営化を
検討する。〔検討〕

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果

○ 児童福祉課○

児童等との信頼関係を深め、継
続性の確保とともに、より自立を
支援できる体制を目指し、職員
配置や勤務体制等の制約の少
ない社会福祉法人への委託も含
めて民営化を検討する。

改 革 事 項

平成13年度　関係者との意見交換、民
営化手法等の検討　　平成14年度　希
望の家民営化プロジェクトチーム設置
（Ｈ14.4）、希望の家の設置及び管理に
関する条例廃止（Ｈ14.9）、移管先法人
アパティア福祉会に決定（Ｈ14.11）、移
管協定締結（Ｈ15.3）、平成15年度　平
成15年4月1日付けで設置運営を社会
福祉法人アパティア福祉会に移管し、
乳児院及び児童養護施設「エスペラン
ス四日市」として再スタートした。民営化
後の業務運営を適正に進めるため、関
係機関による連絡会議や児童福祉課
に民営化支援担当職員を配置し支援
するとともに、エスペランス四日市運営
協議会の開催､第三者委員による苦情
解決体制の整備等を図った。また、施
設整備については整備計画を策定し、
国県との協議を行っている。なお、民営
化によって節減できる経費について
は、エスペランス四日市に対し直接的
な助成に充てるほか、市全体の子育て
支援事業等の経費としている。

介護・高齢福
祉課

○ ○ ○ Ａ

四日市市行財政改革推進会議の提言
に基づき、給食業務については、朝・
夕食の望ましい給食時間帯への変更、
病人食・代替食の取り入れなど、アン
ケートや給食懇談会の実施等入所者
の声を聞きながら、給食サービスの委
託内容の充実を図った。そのほか、鈴
鹿市などの民営化事例等の調査研究
を行った。

臨床心理士、特別指導
員、家庭支援専門相談
員を配置し、入所児童
の処遇向上を図ることが
できた。具体的には、特
別指導員の絵画指導を
受けて、複数のコンクー
ルに入賞するなどの実
績を上げており、このこ
とが入所児童の自信に
つながってよい効果を
あげている。
民営化により節減できた
経費については、不妊
治療費助成をはじめと
する少子化対策、子育
て支援事業に充当し、
事業の拡充を図ることが
できた

関係機関の連携によ
る情報の共有化と個
別問題の解決、施設
職員の研修による資
質の向上に努めるほ
か、第三者評価の実
施と公表、施設整備
計画等を着実に推進
する。また、専門職員
の配置については、
引き続き市が助成を
行うなど支援してい
く。

寿楽園の管理運営の委託化を
検討する。〔検討〕

入所者にとって望まし
い処遇水準を確保で
きる最も効果的、効率
的な民営化等に向け
た施設の管理運営の
手法を検討していく。

Ａ

13

民間給食事業者の委託
により、給食業務に係る
経費の節減と給食内容
の充実。

改革効果の説明 特記事項
14 15

定量効果

29



行革プ
ランと

の対応
内　　　　　　　　　　　　　　　容

151413

目 標 年 度
担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
13

改革効果の説明 特記事項
14 15

定量効果

　

　

44

6211,768 25,823

73,700

6,000 13,812

21,644

委託化については、
当面の目標を達成で
きたが、引き続き業務
内容の改善に取り組
みたい。

委託業務の範囲を拡大
したため委託料が当初
見込みを上回ったが、
職員の厨房業務にかか
る時間外が約30％（700
時間）減少し、トータル
ではほぼ計画目標を達
成できた。

○

現在直営で実施している一般ご
み及び埋立ごみ収集業務の委
託化を検討する。

学校給食業務の効率化を図るた
め、学校給食業務の委託化を検
討する。

市立病院の病院給食業務の委
託化を検討する。

○

○ 　

○

Ａ

平成１3年度　再任用職員の配置方法
および委託内容の検討と内部調整
平成14年度　退職者を再任用で配置
し、委託範囲を拡大（冷蔵室清掃の追
加等）
平成15年度　委託範囲を時間的にも拡
大し、職員の定数減、早番業務削減を
実現
日勤帯（8:30～17:15）における洗浄・盛
付け・集配膳業務を委託化し、概ね予
定した業務の委託化を図った。

Ａ

学校給食業務の委託化を検討
する。　〔検討〕

○

○

なかよし給食の実施
拡大により、人件費、
維持管理費の削減が
図られた。また、新た
に配送業務の外部委
託を実施することで、
給食業務の効率化を
図ることができた。今
後も、なかよし給食の
実施により一部外部
委託を実施しながら、
運営コストの削減を
図っていきたい。

Ａ

今後は、楠町との合
併、ごみ処理基本計
画に基づく施策の推
進などを見ながら検討
していく。

市立病院給食業務の委託化を
検討する。〔検討〕

○

生活環境課

学校教育課

病院医事課

○
ごみ収集業務の委託化を検討す
る。　〔検討〕

給食をなかよし校間でコ
ンテナ配送する業務を
外部委託したが、自校
調理と変わらない状態
で児童に提供できてい
る。また、調理員の人件
費のほか、給食室の維
持管理費、衛生改修費
等の削減になった。

退職した収集職員を臨
時職員で対応している
ため、人件費が削減さ
れた。

収集業務の委託については、内部で
検討を行いながら、粗大ごみについて
は平成１４年１月から戸別有料収集制
度を採ることにより、収集業務を㈱四日
市市生活環境公社に、受付業務をＮＴ
Ｔに委託した。また、職員労働組合との
協議を進めながら、平成１５年度から直
営は退職者不補充として臨時職員で対
応している。　なお、平成１５年度には、
ごみ処理基本計画が策定され、今後の
ごみ処理の方向性が示されることに
なった。これらを踏まえながら、収集体
制のあり方について検討を行っている
ところである。

委託化を検討する中で、自校方式の良
さを残した効率化も検討してきた。自校
調理方式により民間委託と同等の業務
効率を期待するためには、一食当たり
の運営コストの削減が必須である。平成
13年度には塩浜・三浜小学校、三重
北・八郷西小学校でなかよし給食を開
始した。また、平成16年度以降のなかよ
し給食の実施について検討し、具体化
に向かっている。平成14年度には民間
委託している宇治市への視察を行っ
た。
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行革プ
ランと

の対応
内　　　　　　　　　　　　　　　容

151413

目 標 年 度
担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
13

改革効果の説明 特記事項
14 15

定量効果

51

12,482

717655

12,482 18,725

6,6526,652163

NPOに関する相談窓口
を設けるなど、きめ細か
い施設運営を図った。
職員による施設運営な
どの人件費の節減が図
れた。

施設運営の効率化Ａ

平成13年度　9月、管理運営業務の委
託化についての検討会を開催し、予算
要求に向けての内部調整及び委託内
容等の検討を行った。
平成14年度　4月当初より受託団体によ
る管理運営業務の委託化を開始した。

Ａ
平成13年7月より受託団体による管理
運営を開始した。

市民生活課

障害福祉課

市民活動センターの管理運営の
委託化を図る。〔改善〕

現在直営で実施している市民活
動センターの管理運営を市民活
動団体への委託化を図る。

勤労身体障害者体育センターの
貸館業務の委託化を検討する。
〔検討〕

現在直営で実施している勤労身
体障害者体育センターの貸館業
務の委託化を検討する。

市立病院各部門受付業務の委
託の拡大を図る。〔改善〕

経費の節減
代表電話の廃止に向
け市民等各層の理解
に向け努力する。

本庁電話交換業務の一部委託
化を図る。〔改善〕

現在職員で実施している本庁電
話交換業務の一部委託化を図
る。

○ 　

委託化による経費の節
減

今後も引き続き委託
の拡大を図る。

　 管財課

現在一部実施している各部門受
付業務（内科、脳外科、眼科等）
の委託の拡大を図る。

○ ○

　 ○

○ 　

　

病院総務課○

　

Ｓ
平成13～14年度本庁電話交換業務の
一部委託を行い、平成15年度から全面
委託化した。

Ａ

平成13年度：眼科受付業務の委託化。
平成14年度：産婦人科、泌尿器科、耳
鼻咽喉科の受付業務の委託化。
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行革プ
ランと

の対応
内　　　　　　　　　　　　　　　容

151413

目 標 年 度
担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
13

改革効果の説明 特記事項
14 15

定量効果

今後とも、事業の中
で可能なものは、民
間委託を検討してい
く。

6,000
環境学習センター業務等の一部
委託化を検討する。〔改善〕

現在直営で実施している環境学
習センターにおける日曜日の開
館業務及び一部事業の委託化
を検討する。

環境保全課Ｂ

平成１３年度　日曜日開館業務の民間
委託検討については「よっかいち環境
クラブ」へ打診したが、管理運営委託に
伴う金銭管理、人材、管理ノウハウの不
足等により同意が得られなかった。ま
た、環境学習事業の市民活動団体へ
の委託可能性の検討については、現
在委託している事業に加え体験型自然
学習と位置付けられる「かんきょう探検」
「動く自然教室」事業について委託の
可能性について検討した。
平成１４年度　４月　環境学習事業の委
託化について市民活動団体と調整した
が、他に仕事についている人（教師等）
が多く困難。
３月　これまで行ってきた日曜開館試行
そのものを中止することに決定（民間委
託検討取止め）。その理由としては、
（１）日曜日の来館利用者が少なく人件
費、光熱水費等から費用対効果が今
後とも期待できないこと。（２）開館試行
時以降（Ｈ１４年）に学校５日制が導入
され休日を利用した市民（児童・生徒）
の利便性の向上は土曜日開館で対応
可能となったこと。（３）本町プラザ内の
他の施設も同様に日曜開館の中止を
検討しており、本町プラザの日曜日利
用は貸し館業務のみに統一した方が効
率的であること等である。

○ ○

職員構成について、１５
年度から正職員２、嘱託
職員１を正職員１、嘱託
職員２へ変更、民間活
力の充実

32



行革プ
ランと

の対応
内　　　　　　　　　　　　　　　容

151413

目 標 年 度
担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
13

改革効果の説明 特記事項
14 15

定量効果

　

今後も引き続き委託
の拡大を図る。

51

59

6,000○ 病院総務課
市立病院の電話交換業務の委
託化を検討する。〔検討〕

市立病院の電話交換業務の委
託化を検討する。

　 　

博物館ミュージアムショップの販
売業務の委託化を検討する。
〔検討〕

　○ ○
現在直営で実施している博物館
ミュージアムショップの販売業務
の委託化を検討する。

博物館Ａ

類似状況館のショップ経営の調査を行
い、業務委託適否の検討を行った。業
者の見積りによると、ショップの委託化
は現行より2.5倍の経費を要し、経費の
面で適切でないことが明らかになり、直
営方式を継続することとする。平成14年
度には販売データのデジタル化を行っ
たが、現行方式において業務の効率化
を図っていく。ショップは現代の博物館
においてはその果たす役割は大きく、
当館のオリジナリティーを出して、より親
しまれる博物館の一部門として、品揃え
等の工夫を凝らしていく。

経費的には直営の方が
適していると判断でき、
直営方式における業務
の効率化や内容の充実
に取り組みの方向を絞
ることができた。

Ａ

平成14年度：平成15年３月退職者を再
任用と決定。
平成15年度：平成15年３月退職者の再
任用。平成16年３月退職者は平成16年
度からの委託化決定。

正規職員を退職不補充
として委託化し、経費の
節減
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱」第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
４　組織・機構の見直し
（1）　時代に即した組織・機構

　

　

　

　

行革プ
ランと

の対応

4，5

8
政策課
総務課

教育総務課

総務課
財政経営課

従来以上に効率的かつ
適正な行政運営が求め
られるとともに、新たな
行政課題に的確に対応
できるよう組織の見直し
を行うことができた。今
後もさらに必要な見直し
を迅速に行っていきた
い。

文化行政担当業務の一元化を
図る。　〔改善〕

まちづくり部門（都市計画部・建
設部・下水道部）の縦割りを見直
すとともに、住民主体のまちづく
りを推進するため、計画部門の
都市計画部と事業部門の建設
部・下水道部の総合調整機能を
強化するための組織のあり方を
検討する。

時代に即した全庁的な組織機構
の見直しを図る。　〔改善〕

○

まちづくり部門（都市計画部・建
設部・下水道部）の総合調整機
能の強化を検討する。〔検討〕

○

○ ○ ○ Ａ

治水部門（雨水・排水対
策）のあり方の方向性の
結論が全庁的にでな
かったため、治水・排水
対策の一元化に向けた
検討及び改革が不十分
となった。この部分につ
いては引き続き「治水対
策事業検討会」である
べき姿を検討していく。

平成13年度　都市計画及び建設両部
の課題を抽出し、両部のあり方を検討
平成14年度　平成13年度の検討結果を
受け、計画部門と事業部門の役割分担
のあり方、住民主体のまちづくり、住民
サービス上ワンストップ的な組織のあり
方を検討（平成15年4月1日に機構改
革）
平成15年度　機構改革を受け、積み残
し課題への対応を検討。
その結果、平成15年4月1日に都市計画
部と建設部の組織を都市整備部として
再編した。

　 Ａ

部長への人事配置権限付与について
課題を抽出し、部内で検討した。その結
果、毎年３月に各部の人事異動を各部
長に内示するが、その時点で部内での
配置変更を認めることとした。また、年度
途中においても、部内の異動権限を付
与することとした。

都市整備部
下水道部

部内における配置変
更を認めた結果、平
成16年3月～4月に実
施したアジア自転車
競技大会においても
専任配置は１人のみ
で実施可能となったよ
うに、セクショナリズム
的な発想の排除と時
間外勤務の削減に貢
献している。

住民主体のまちづくり
に対応でき、かつ市
民にわかりやすい組
織となった。

担当部局

職員の流動的活用を検討する。
〔検討〕

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果

○ 　 人事課○

改 革 事 項
151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容

文化行政に関する組織
機構の見直しの前提と
なる文化振興ビジョンが
審議中であったため検
討が進まなかったが、同
ビジョン策定後早急に
見直しを行うこととする。

Ａ

文化振興条例に基づき、平成１5年1月
に設置された文化振興審議会におい
て、文化振興行政の推進体制を含めた
文化振興ビジョンを審議中であり、その
結果を踏まえて関係部局を中心に検討
することとしている。

平成13年度は平成14年度に向けて、地
域改善対策特定事業に係る国の財政
上の特別措置に関する法律の失効及
び下水道事業への地方公営企業法の
適用に伴う組織機構の見直しなどを
行った。
平成14年度は15年度に向けて都市計
画部、建設部の統合再編成、ｸﾞﾙｰﾌﾟ制
試行導入などを行った。
平成15年度は16年度の組織について、
農水部門の政策立案機能充実に向け
た見直しなどを行った。

文化行政担当業務に
ついて、市長部局と教
育委員会の役割分担
を見直し、一元化を図
ることにより効率的か
つ効果的な行政運営
を目指す。

地方分権に合わせた
政策立案機能の強化
を図ることができた。ま
た、組織の機動的対
応に向けてグループ
制の導入を行うことが
できた。

　 Ｃ

○ ○

職員の流動的活用に向けた部長
権限のあり方について検討す
る。

文化行政担当業務について、市
長部局と教育委員会の役割分担
を見直し一元化を図る。

簡素で効率的な組織を目指し、
部課等の統廃合を進めるととも
に、新たな行政需要に対応でき
る組織の設置及び整備を図る。

○

改革効果の説明
14 15

定量効果

13
特記事項
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行革プ
ランと

の対応
担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容 改革効果の説明

14 15

定量効果

13
特記事項

　

3

職員に対し危機管理
の意識付けを行えた。

同和行政の一般施策
化に対応した組織の
簡素化及び全庁的な
取り組み強化とあらゆ
る人権問題に対する
組織の充実

Ａ

＜取組経過＞法切れ後の人権組織３
課（同和対策課、同和教育室、人権啓
発センター）について、３課での検討案
を基に、事務改善委員会、同和対策委
員会、同和対策事業検討委員会、関係
自治会、運動団体等との検討、調整を
図った。
＜取組結果＞・同和対策課を同和課に
名称変更するとともに、ハード事業の一
般施策対応に伴い、事業調整係を廃止
した。
・同和行政をより全庁的に取り組んでい
くため、各部局に同和行政推進監を配
置した。
・同和問題をはじめとするあらゆる人権
問題に対する取り組みの充実、強化の
ため、人権啓発センターを「人権セン
ター」に、同和教育室を「人権・同和教
育課」に名称変更した。

次期計画においては、
人権３課の組織再編を
実施したい。

平成13年度　12月議会　「水道局との組
織統合の時期を早める要領部局で協議
することの付帯決議
　　　1～2月　　調整会議開催（５回）
　　　2月　　　 建設委員会・産業公営委
員会に報告
平成14年度　8･12月　　調整会議開催
　　　10月　　　電算システム検討
平成15年度　4～9月　　下水道企業会
計システムの検証
　　　6月　　　 調整会議開催
　　　6月～　　 部内ワーキングＧ検討
　　　7･9･10月 行革組織検討部会協議
　　　8･9月　　 先進都市調査研究
　　　12月　　　治水関係三部との調整
会議、上水道とのワーキングＧ検討

H15年度中に体系づくり
を終え、H16には詳細な
調整を行い、H17.4月の
組織統合を目指し、
H16.12議会に関係条例
等を整備する予定であ
る

人権センター
同和課

人権・同和教
育課

公営企業経営の効率
化、合理化、組織のス
リム化

　 　

6

危機管理体制のあり方を検討す
る。〔検討〕

○ 防災対策課

危機管理に対する対応
策の検討には課題が多
く残されたままであり、目
標が達成されたわけで
はなく、やっと出発点に
立ったところである。
職務内容に応じて、更
なる職員教育が必要で
あり、さまざまなケースを
想定したﾏﾆｭｱﾙ作りが
必要であると考えられ
る。

Ｂ

  毎年、年度当初に各部で防災活動ﾏ
ﾆｭｱﾙの作成。
  防災活動ﾏﾆｭｱﾙに則り、各部で研修・
訓練の実施。
  図上訓練・非常参集訓練（平成14年
度～）の実施を行う。
  緊急分隊制度の任務体制変更を行
う。

○ ○

　

○

人権尊重宣言都市として、同和
問題をはじめとするあらゆる人権
行政を総合的かつ効果的に推
進するため、人権行政にかかる
組織の見直しを検討する。

　○

各種災害時における各部局の防
災マニュアル及び職員の行動マ
ニュアルを作成するとともに、より
迅速で適切な危機管理体制のあ
り方を検討する。

人権行政にかかる組織の見直し
を検討する。〔検討〕

下水道部と水道局の組織統合を
検討する。〔検討〕

下水道部と水道局の業務の効率
化、合理化を図るため、平成18
年度を目処に組織の統合を目指
し、課題の整理や解決方法につ
いて検討する。

下水道部
水道局

○ ○ Ａ
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行革プ
ランと

の対応
担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容 改革効果の説明

14 15

定量効果

13
特記事項

　

消防総務課
消防救急課

① 小山田、水沢、四
郷、内部の一部地域
における救急車の現
場到着平均時間を従
来10分5秒要していた
ものを6分54秒に短縮
するとともに、救急車
が現場到着するのに
十数分必要な地域
（市の南西部）の解消
を図り早期の救命措
置が可能となった。
② ③交通事故等によ
る複数又は救助困難
な要救助者の早期救
出や水難事故など、よ
り高度な救助活動が
できるようになり、さら
に、機器の充実、体制
の整備により、地震災
害に対する緊急消防
援助隊の出場も可能
となった。
水難救助出場件数平
成13年中－10件、平
成14年中－8件、平成
15年中－15件

Ａ

消防、救急、救助体制のあり方を検討
し、次の事項について体制の整備を
行った。
① 平成14年4月に小山田分遣所の発
展的廃止を行い、同年10月に西南救急
分駐所を開所した。
② 平成14年度に救助工作車を1台増
強し、北消防署に配置し、新たに救助
隊（兼務）を設置した。
③ 平成13年から15年度に水難救助隊
員の9名の養成を行い、平成15年4月港
分署に水難救助隊（兼務）を設置した。

今後も消防力の強化に
向けて検討を重ね、署
所の配置の見直しなど
を行い「5分救急、8分消
防」の実現と、消防、救
助、救急業務の高度化
を図りたい。

消防救急・救助体制のあり方を
検討する。〔検討〕

○○ ○

救急・救助活動件数の増加と救
急業務の高度化に対応するため
の今後の消防救急・救助体制の
あり方について検討する。
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
４　組織・機構の見直し
（2）　地区市民センターの見直し

行革プ
ランと

の対応

10

10

10　○

地区市民センターの窓口業務、
社会教育業務、地域振興業務に
ついて、センター内における業
務分担のあり方を引き続き見直
す。

改革効果の説明
定量効果

13 14 15
特記事項

行政と各種地域団体との役割分
担を一層明確にするとともに、地
域社会づくりを進めるための環
境条件整備に努めながら、地域
団体の自主・自立化を促進す
る。

地区市民センターの諸機能につ
いて、地域の実態に応じた取り
組みを進め、複数地区での共同
化が可能な施策について、施策
単位の拠点化のあり方を検討す
る。

○

Ａ

地区市民センターの業務について、現
状把握のための調査を行い、地域へ移
行できる業務及びその方策について検
討を重ねた。
平成15年度に、団体事務局の設置・運
営の支援のため、地域社会づくり総合
事業費補助金を創設した。その結果、
平成15年10月までに全２３地区に団体
事務局を設置し、地域団体の自主･自
立化の足場固めを行った。

改 革 事 項
151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容 担当部局

地区市民センターと各種地域団
体との連携のあり方を見直し、地
域団体の自主・自立化を促進す
る。〔検討〕

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果

○
市民生活課
生涯学習課

○ ○

市民生活課
生涯学習課

職員数の見直し
正職員

平成１３年度　    １２５
人

平成１４年度　　１２３人
平成１５年度　　１１８人
平成１６年度　　１０７人

団体事務局の設置
（全２３地区）

地域社会づくり担当職
員の配置基準を見直
し、センター職員を削減
することができた。
地域社会づくり正職員
平成１３・１４年度　３６人
平成１５年度　　　３２人
平成１６年度　　　２１人

　

　

 

地区市民センター内の業務分担
のあり方を見直す。〔検討〕

○

○ ○ ○ Ａ

地区市民センター内の業務量について
調査を行うとともに、近隣・同格自治体
の実態調査を行った。また、地域団体
へ移行される業務量に基づき、職員体
制を見直しを行うとともに臨時職員の業
務について、センター業務全般にわた
る補助業務ができるよう見直しを行っ
た。また、窓口業務担当職員が１名のセ
ンターについては、窓口担当臨時職員
の配置を行った。

「行政が行うこと」「行政
と住民が協働で行うこ
と」「住民が行うこと」を
明確化し、それに基づ
いて、今後地域へ委託
等で移行していく。

　
地域の実態に応じた地区市民セ
ンターの諸機能のあり方につい
て検討する。　〔検討〕

Ａ

地域活動の拠点として、今後ともその役
割が期待される地区市民センターにつ
いて、時代や地域の実態に応じた諸機
能について検討を重ね、平成15年9月
に今後の基本的な方向性を示す将来
ビジョンを作成した。

市民生活課
生涯学習課
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行革プ
ランと

の対応
改革効果の説明

定量効果

13 14 15
特記事項改 革 事 項

151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容 担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果

〔市民生活課〕
補助金の交付対象事業
の制限をなくしたことに
より、地域住民の手によ
る、地域色のある地域
社会づくりの取り組みが
進んだ。
〔生涯学習課〕
地域の自主的な活動が
芽生えてきた。

地区市民センターにおける社会
教育・地域社会づくり事業のより
効果的・効率的な推進方策を検
討する。〔検討〕

○○ ○

時代に合った社会教育・地域社
会づくり事業の推進方策につい
て、引き続き検討を進めるととも
に、本庁と地区市民センターの
役割分担をより一層明確にす
る。また、地域の自主・自立化を
促進する中で、地域実情を考慮
しつつ事業選択の弾力化に努め
る。

Ｂ

〔市民生活課〕
社会教育・地域社会づくり推進事業の
効果的・効率的な推進方策について
は、生涯学習課と地区市民センターと
市民生活課で検討を重ね、使途に制限
のあった従来の補助金を廃止し、平成
15年度より地域社会づくり総合事業費
補助金を創設した。
〔生涯学習課〕
地区市民センター毎に行われている社
会教育、地域社会づくり事業について
は、事業運営や事業経費の効率化、学
習課題の多様化・高度化への対応の面
から、より効果的な方策をさぐるととも
に、職員の専門性を高めるため、研修
を充実し、担当職員間の情報交換がし
やすい体制づくりを目指した。
取組としては、地域主任会議全体会及
び役員会において、課題を提示し、ブ
ロック事業の計画実施を行った。職員の
専門性を高める研修については、新た
に必要性が生じた課題（地区市民セン
ターのあり方に対応できる職員の能力
開発についての指導・講座メニューの
提示など）について対応が不十分で
あった。

〔市民生活課〕
地区市民センターの
あり方については、市
民の理解を得ながら
改革を進める必要が
ある。
〔生涯学習課〕　住民
自治へと移行する中
で、地区市民セン
ターの今後のあり方と
社会教育事業の役割
を明らかにした上で、
具体的な方法を早急
に進める必要がある。

市民生活課
生涯学習課

10
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
４　組織・機構の見直し
（3）　保育園・幼稚園の見直し

　
廃園とした東橋北保育
園を、単独の子育て支
援センターにリニューア
ルすることで、子育て支
援事業の充実を図るこ
とができた。

　

　
平成１７年度の一体化
園開園とその後におけ
る幼保の再編に資する
ための準備期間である

行革プ
ランと

の対応
特記事項改革効果の説明

14 15

○ Ａ

〔児童福祉課〕
市立保育園の統廃合については、｢就
学前教育検討委員会｣報告書におい
て、総園児数が20名に満たない小規模
園、今後の入園児数が少なく小規模園
になることが予想される園、あるいは複
数の園が隣接しており園児数が減少し
ている園を対象に、個別、具体的に統
廃合の検討を行うこととされた。市立保
育園については、平成14年度に東橋北
保育園を廃園、港保育園を休園として
いる。保育園全体では公私立を問わず
定員を超えて園児を受け入れていること
や、著しく園児数が減少している、ある
いは減少すると見込まれる園はなく、現
段階では目標を達成したものと考えられ
る。今後も、統廃合の基準に該当する
園が出てくれば個別、具体的に検討を
行う。
〔教育総務課、学校教育課〕
平成15年3月、学識経験者を交えた四
日市市就学前教育検討委員会による
報告において公立幼稚園・保育園の新
たな関係づくりに関する提言がなされ、
市立幼稚園の統廃合の基準について
は、「同一行政区内に複数の園があり、
４歳児・５歳児ともに１学級の幼児数が１
８名に満たない小規模園」とされたほ
か、幼保一体化については、３つの地
域において検討対象園が特定された。
これを受け、児童数の減少が著しい塩
浜地区において、平成17年度の一体化
園開園を目指し、地元関係者との協議
を開始する一方、平成15年度末には四
日市式一体化カリキュラムの策定作業
を終え、これをもとに平成16年度におい
て幼保の密接な交流を展開するととも
に、本格的な職員間の人事交流を行う
こととなっている。

担当部局

市立保育園及び市立幼稚園
各々の統廃合について検討す
る。〔検討〕

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果

○ 　
児童福祉課
教育総務課
学校教育課

○

改 革 事 項
151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容

園児数、地域バランス等から判
断して、集団での保育・教育効
果が期待できないと考えられる小
規模の保育園及び幼稚園の統
廃合について検討し、可能な園
については統廃合を進める。

定量効果

13

39



行革プ
ランと

の対応
特記事項改革効果の説明

14 15
担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容

定量効果

13

　

　

7

39

民営化そのものは、延
長保育や休日保育など
の保育メニューや子育
て支援施策の充実のた
めの手段の一つである
ことを確認しながら、民
営化計画の策定に向け
て取り組んでいるが、細
部についての検討及び
調整が残っており、具体
的内容を関係者等に示
すまでには至っていな
い。

児童福祉課○
市立保育園の民営化について
検討する。　〔検討〕

B

一体化・民営化を踏まえた児童の就学
前教育のあり方について本市の基本的
な考え方を確立すべく、平成１４年度に
設置された「就学前教育検討委員会」よ
り、同年度末には提言を得た。その報
告書を受けて、保育園の民営化につい
て個別・具体的に検討した。平成15年
度には報告書を踏まえ、民営化計画案
の検討を行った。民営化計画について
は、今後、私立保育園長や公立保育園
連合保護者会の意見を聞いて具体性
のあるものにし、案確定段階で、議会､
その他関係者に案を提示する。

市立保育園と市立幼稚園の一体
化について検討する。〔検討〕

○

○ ○ ○ Ａ

塩浜地区での幼保一
体化に向けて交流保
育を行う。幼保一体化
園として園児募集が
可能かどうか、あそぼ
う会参加保護者等の
意向把握に努める。
あそぼう会参加保護
者、地元への説明が
必要である。
平成16年度から、幼
保の連携強化を目的
として、幼稚園教員と
保育士との人事交流
を開始した。

幼稚園教諭、保育士を交えた作業グ
ループの視察による先進事例（１３団体
程度）の研究を踏まえ、幼保のあり方、
子どもたちの処遇等々を探る一方、一
体化・民営化を踏まえた児童の就学前
教育のあり方について本市の基本的な
考え方を確立すべく、平成１４年度に設
置された「四日市市就学前教育検討委
員会」より、同年度末には提言を得た。
平成１５年度には、同提言中にある共
用・一体化の具体的な検討対象園につ
いて、関係部署による検討会議の場で
開園の可否、その時期について協議を
重ね、塩浜地区について平成１７年度
から一体化園を開設することとし、12月
と1月に塩浜西保育園の保護者に経過
説明に行ったほか、１５年１１月には地
元関係者への説明を始めた。
平成１５年度末に、塩浜両園を想定した
５歳児に関する四日市市式一体化カリ
キュラムの作成を終え、保育上の諸課
題について、一定の整理を行った。神
前、橋北地区ともども、平成１７年度以
降の幼保の新しい検討づくりの具体策
の検討が急がれる一方、国における「総
合規制改革会議」の議論を踏まえた新
たな「総合施設の設置」に関する具体的
内容が、平成１６年度の早い時期に示さ
れるとのことであり、動向を見極めてい
かなければならない。

 より具体的な民営化
計画を策定し、議会
の意見等を聞きなが
ら、該当園及び市立
保育園の保護者会、
地元自治会、職員団
体等との議論を深め
理解を求め、民営化
を推進する。

児童福祉課
教育総務課
学校教育課

平成１７年度の一体化
園開園とその後におけ
る幼保の再編に資する
ための準備期間であ
る。

今後保育園が担うサービスのあり
方について検討するなかで、官
民の受け入れ態勢、役割分担等
を考慮しつつ、市立保育園の民
営化について引き続き検討す
る。

○

適正配置を検討するなかで、保
育園と幼稚園の一体化（施設の
共用化や職員及び園児の交流）
に向けて、保育園・幼稚園間で
派遣研修を実施するとともに，引
き続き幼保一体化問題検討会議
で検討を行う。
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行革プ
ランと

の対応
特記事項改革効果の説明

14 15
担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容

定量効果

13

　

公立私立における保
育料の負担格差や園
それぞれの教育内容
の違い、立地条件等
から園児・施設を直接
民間に移管し、民営
化することには相当量
の課題があり、当面統
廃合や幼保一体化の
検討を進めていく。

学校教育課
指導課

一定の方向性が決定で
きた。

Ａ

平成13年度には過去３年間の居住地別
入園者数をもとに園児数を推計し、民
営化についての考え方、基準及び保育
料の格差是正などを検討した。平成14
年度には四日市市就学前教育検討委
員会を設置し、就学前教育のあり方、適
正配置及び幼保の統廃合、一体化、民
営化についての考え方、基準等につい
て検討し答申を得た。平成15年度にお
いても幼保の一体化や統廃合を含め検
討した。

市立幼稚園の民営化について
検討する。〔検討〕

○○ ○
幼児教育問題研究会の答申を
踏まえて引き続き検討する。
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
４　組織・機構の見直し
（4）　外郭団体の見直し

33

33

特記事項　

必要性、条件等を十
分に検討し、適正か
つ適材の派遣に努め
る。

外郭団体の活性化、経
営改善

団体の統廃合により、庶
務、会計等内部管理事
務の一元化、営業、業
務企画力の強化、イベ
ント開催等スケールメ
リットの活用

職員派遣のあり方を検
討し、派遣人数を平成
14年度　正職８人、嘱託
４人、平成15年度　嘱託
１人を削減した。さらに
関係団体と協議し、平
成16年度からさらに正
職１人を削減した。

14,00014,000

改革効果の説明

平成13年8～3月　各外郭団体の設置
目的、業務分析の検討及び統廃合、整
理再編の可能性について検討
平成14年4～6月　霞ケ浦諸施設の管
理の有用性について検討会議開催、11
月30日付で財団法人四日市市レジャー
施設協会解散し、12月 1日付で 財団
法人四日市市都市整備公社に吸収統
合
平成15年10～3月　指定管理者制度の
導入に当たって関係外郭団体と調整

定量効果

13 14 151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容 担当部局

次期計画で、引き続
き統廃合及び業務の
整理合理化等検討を
行う。

財政経営課
各部局

行革プ
ランと

の対応

33
外郭団体の整理縮小及び統廃
合等について検討する。〔検討〕

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果

○ ○

組織あるいは業務が類似したり、
本来の役割を果しつつある外郭
団体の統廃合等について検討
する。

○ Ａ

改 革 事 項
15

財政経営課
各部局

外郭団体の経営実態を把握し、
今後の経営改善指導に資すると
ともに住民への情報公開を進め
るため、外郭団体の経営評価診
断の導入を検討する。

外郭団体の経営評価診断の導
入を検討する。〔検討〕

○ ○ ○ Ａ

外郭団体の経営状況
については、行政経
営委員会で適宜
チェックを行っていき
たい。

平成13年8月　経営評価診断実施内容
の検討、実施目的、評価対象、評価内
容等、　　3月 　先進地経営評価診断手
法情報収集　　北九州市、福岡市視察
平成14年4月～3月　包括外部監査（平
成12、13年度）等の報告書を分析し、外
郭団体の整理縮小及び統廃合の検討
に活用するとともに、各団体の経営方針
等の判断資料とした。包括外部監査等
の報告書では、外郭団体の詳細な経営
分析が行われており、外部機関による
経営評価診断の導入については、初期
の目的を達した。外郭団体は、経営業
績や内容の変化が少ないことから、当
面はこの診断内容や評価を生かすこと
とし、今後、経営統合や業績に変化が
生じるなどより診断の必要性が高まれ
ば、あらためて外部機関による経営評
価診断を検討する。

人事課

公益法人等への一般職の地方公務員
の派遣等に関する法律を契機に該当
する全ての外郭団体との協議を行いな
がら、ゼロベースで適正な派遣人員等
を検討し、必要最低限の人員に限り派
遣することとした。同時に、平成14年3月
議会にて「四日市市公益法人等への職
員の派遣等に関する条例」を制定し、
平成14年4月から同条例を施行した。

外郭団体への職員派遣のあり方
を検討する。〔検討〕

　○ ○

「公益法人等派遣法」の施行（平
成14年4月）に伴い、本市から外
郭団体へ派遣する職員の身分
的取扱いのあり方等について検
討する。

Ａ
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
５　定員及び給与の見直し
　

　

行革プ
ランと

の対応

66

31

65

ＯＢ嘱託については、経
過期間を経て原則再任
用化することとした。ま
た、正職を削減し、再任
用で対応するようにし、
サービスの低下をさせる
ことなく、人件費の抑制
に努めた。

平成16年度の楠町との
合併並びに国の公務員
制度改革が平成18年度
を目処に検討されてい
るが、給料表を変更して
も法令上、現行の給与
を直ちに引き下げること
ができず、直近上位の
給料号給に位置づけざ
るを得ないなど、制度移
行に伴うコストが制度変
更の度ごとに必要となる
ことから、公務員制度改
革の進捗に併せて一時
期に分離を検討すること
とした。

平成15年6月度の勤勉
手当から目標管理成績
評価表による結果を反
映して支給を始めた。Ａ
評価：対象者の概ね2
割、Ｂ評価：対象者の概
ね３割、Ｃ評価：対象者
の概ね5割（平成15年度
支給実績、Ａ評価：従来
の4.3％増、Ｂ評価：従
来の2％増、Ｃ評価：従
来の3％増）。成果を対
象に勤勉手当の査定を
導入したことから、業務
を遂行していく中では業
務棚卸表を中心に目的
志向、成果志向で業務
を進める意識が醸成し
てきた。

人事課

平成16年度に設置す
る（仮称）四日市市人
事給与制度研究会に
おいて地方公務員法
等の改正も見据えつ
つ、一般嘱託制度の
あり方を検討する。

給料表を変更する度
ごとに給料表の移行
に伴う費用が発生す
ることから、国の公務
員制度改革が予定さ
れている平成18年度
を目処に一時期に分
離等を行う。

評価の回数を年１回
から２回への検討、課
長級職員への拡大に
よる順位付けの検討
が必要になる。

特記事項 担当部局

嘱託職員のあり方について検討
する。〔検討〕

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果

○ 人事課○

内　　　　　　　　　　　　　　　容改 革 事 項

○ B

ＯＢ嘱託制度については、平成14年度
から再任用制度の実施に伴い、制度を
切り替えることとした。一般嘱託制度に
ついては、将来の方向性をどう位置づ
けるか、課題が残っている。

目 標 年 度

嘱託職員の業務内容等を精査
し、そのあり方、雇用条件等につ
いて検討する。

151413

○ ○ ○ Ｂ

国において、平成13年12月に「公務員
制度改革大綱」が閣議決定された。ま
だ、法案の国会提出には至っていない
が、国の動向を注視しつつ、調査・検討
を行ってきた。給料表１表制のあり方、
職種別給料表について、国においては
行政職で適用している２表制にする場
合の具体的な方法や行政職第２表を本
市に取り入れた場合の現行制度からの
移行シミュレーションを行った。

給料表の見直しを検討する。〔検
討〕

○ ○
成績主義の導入を検討する。
〔検討〕

職員の勤務意欲を増進し、職場
の活性化を図るため、目標管理
手法等を活用し、成績主義の導
入を検討する。

現在全職種同一で適用されてい
る給料表の見直しについて検討
するとともに、それに併せて、市
民にわかりやすい職制呼称につ
いて検討する。

人事課

各所属で業務棚卸表の作成を行い、そ
れをもとに新人事考課制度の目標管
理・成績評価表を管理職が作成する。
その評価を管理職の勤勉手当に反映
する。課長職以上の職員において、平
成13年度下半期の結果を平成14年度6
月期の勤勉手当へのシミュレーションを
行った。平成14年度の結果について、
平成15年度6月期の勤勉手当への反映
を開始した。また、平成15年度からは目
標管理・成績評価表の作成を課長級ま
で拡大し、平成16年度においてシミュ
レーションすることとした。

○ Ａ

改革効果の説明
定量効果

13 14 15
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行革プ
ランと

の対応
特記事項 担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果内　　　　　　　　　　　　　　　容改 革 事 項
目 標 年 度

151413
改革効果の説明

定量効果

13 14 15

30

29

76,992 32,023 150,790

1,788,1441,217,194703,838

時間外勤務の縮減によ
る人件費の削減

適正な人員配置、効果
的な人材活用による人
件費の削減

手当額の直接影響額と
しては、平成16年度は
約43,000千円の削減が
見込まれる。さらに、時
間外勤務手当並びに一
部所属における期末勤
勉手当への反映（給与
額の削減）が見込まれ
る。

時間外勤務の縮減を図る。〔改
善〕

○ ○ Ｂ

各所属長に対して、時間外勤務の事前
承認、事後確認の徹底を図った。前年
度実績が１人平均30時間以上の所属に
対しては、是正計画を提出させて、所
属長ヒアリングを実施し、是正指導を
行った。台風接近等による災害待機や
選挙事務等各年度の変動要因を除く時
間外勤務については、平成12年度対比
で平成13年度は5.1％の削減（28,664時
間）、平成14年度は2.1％の削減
（12,107時間）、平成15年度は10.2％の
削減（57,422時間）となり、３年間で合計
98,193時間の削減となった。

今後も総人件費の抑
制、職員の健康管理
の両面から時間外勤
務の縮減は必要と考
えるので、各所属長に
おける時間外勤務の
管理を徹底する。

人事課

計画的な縮減目標を設定すると
ともに、管理職による職員の時間
外勤務の管理を徹底する。目標
として、３年間で平均12年度対比
10％以上の削減を目指す。

○

今後も現下の厳しい
財政状況を考えると、
さらに事務事業や組
織機構の見直しを
行って、職員定数の
削減を行う必要があ
る。

○ Ａ

Ｓ○

職員定数については、前年度に比し
て、平成13年度は50人、平成14年度は
60人、平成15年度は100人の削減を行
い、３カ年合計で210人となった。平成9
年度から比較すると、340人の削減とな
り、10年間で10％（300人）以上の削減
を前倒しして達成した。

31

28

特殊勤務手当について、実態に
合った見直しを図る。

目標として、職員定数を３年間で
１００人（３％）以上の削減を目指
す。※平成10～19年度の10年間
で平成9年度定数の10％（300
人）以上の削減を目標とする。

○

○
適正な定員管理を推進する。
〔改善〕

○

人事課

人事課

手当の内容を実態に応じて見直し、月
額特勤を廃止し、すべて日額特勤とし
た。特殊性が認められない手当は廃止
するとともに、社会情勢の変化により新
設が必要な手当は新設し、平成16年4
月から改正した。

特殊勤務手当の見直しを図る。
〔改善〕

今回の改正で見直し
が終わることではな
い。社会情勢の変化
に応じて、今後も随時
見直していく。

○

年齢による昇給延伸・停止措置
の見直しを検討する。〔検討〕

○○ ○
現在実施している５６歳昇給延
伸、５８歳昇給停止の見直しにつ
いて検討する。

人事課Ｂ

職員団体と協議を進めたが、55歳昇給
停止の実施に至らなかったが、今後、
具体案を示し、協議を進めることで合意
した。

今後、55歳昇給停止
の実施に向け、職員
団体と協議していく。

平成15年度に職員団体
への申し入れを行った。
今後は、平成17年度か
らの実施に向け、検討
協議を重ねる。
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
６　効果的な行政運営と職員・職場の活性化
（1）　行政運営のプロセス改善

　

行革プ
ランと

の対応

1，12，
18

今後は、グループ制
の拡大など組織機構
の見直しを含めて効
率的な行政運営を図
る。

特記事項　

○ ○ 　 Ａ

プロジェクトチームについては、各種行
政課題に横断的に対応するため、設置
についての必要性を検討した。また、既
存組織のあり方についても、係制からグ
ループ制への移行について検討を行っ
た。
平成１４年度　希望の家民営化プロジェ
クトチーム、平成１５年度　土地利用政
策プロジェクトチームを設置するととも
に、平成１５年度においては都市整備
部都市計画課において係制を廃止しグ
ループ制を導入し、さらに機動的な組
織運営を行うこととしている。

総務課
各部局

　

プロジェクトチームの有
効活用及びグループ制
の有効的な活用により、
既存の組織に縛られな
い柔軟な組織体制の構
築を図ることができた。

新たな行政課題への対応や総
合行政を推進していくための横
断的な組織として、プロジェクト
チーム等の弾力的活用を図る。

プロジェクトチーム等の弾力的活
用を図る。〔改善〕

担当部局

行政評価システムの活用を図
る。〔改善〕

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果

○

事後評価の実施によ
り、Plan-Do-Seeを確
立するとともに、職員
一人ひとりの業務改
革や改善の促進につ
なげていくことが必要
である。

政策課
財政経営課

各部局
○

改 革 事 項
151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容

平成11～12年度の試行成果を
踏まえ、事務事業評価システム
の本格導入を図る。併せて、政
策評価システムの構築を進め
る。

○

目的志向・成果重視へ
の転換、事業の質や効
率性の向上、職員の意
識改革等、時代にふさ
わしい新たな行財政シ
ステムの形が出来上が
りつつある。先進的な取
組みとして、改革を進め
る自治体からも注目され
ている。

13

Ａ

平成13年4～10月　　事務事業評価の
試行
平成14年2月　　　　業務棚卸表実施方
針説明会　4月事務引継に活用
平成14年4～8月　 業務棚卸表の予算
編成への活用検討、
平成14年10月～　平成15年3月　業務
棚卸表による総額管理枠配分方式予
算編成、平成15年度版業務棚卸表を
議会開示
平成15年4月～　　戦略プラン作成のた
め３か年業務棚卸表作成
平成15年6月　　　 平成15年度版業務
棚卸表のHP公表
平成15年10月　　　決算・主要施策実
績報告に活用、議会で審議
平成16年3月　　　戦略プランで業務棚
卸表を基本マネジメントツールに定義
業務棚卸表と連動した財源配分（総額
管理枠配分）方式による予算編成シス
テムを基軸に据えたマネジメントサイク
ル形成のための骨格づくりは概ね完了
した。

改革効果の説明
14 15

定量効果
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行革プ
ランと

の対応
特記事項　 担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容

13
改革効果の説明

14 15

定量効果

環境保全課
各部局

Ａ

平成１３年度　４月　システム作成開始
　　　　　５月　全庁合意
　　　　　６月　地区市民センター館長
会、小中学校校長会、園長会、水道
局、消防本部等で説明会の開催
　　　　　７月　病院を除く、全公共施設
へのＹＳＯ導入・運用開始
　　　　　２月　病院での説明会の開催
平成１４年度　４月～９月病院担当者と
の打合せ
　　　１０月から　市立病院でのＹＳＯ着
手
　　　１２月説明会実施
平成１４年１０月にて、本庁舎等はＩＳＯ
１４００１による環境マネジメントシステ
ム、出先機関はＹＳＯによる環境マネジ
メントシステムを運用し、本市の全施設
にて環境負荷低減の取組を行ってい
る。

今後も、ＩＳＯまたはＹ
ＳＯによる環境マネジ
メントシステムに基づ
き、環境負荷の低減
を図っていく。

　

財政的な効果把握は困
難であるが、地球温暖
化に影響する二酸化炭
素排出量での効果は、
平成１０年度４６，６８５ト
ンに対し、１４年度は３
７，６０２トン（約１９．５％
削減）であった。（ＩＳＯ
分含む）

四日市版環境マネジメントシステ
ム（ＹＳＯ）の導入を図る。〔改善〕

　○ ○

現在、本庁、北館及び市営中央
駐車場で取り組んでいるＩＳＯ
14001をベースとして、本市独自
の環境マネジメントシステム（ＹＳ
Ｏ）の導入と全公共施設への計
画的な拡大を図る。
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
６　効果的な行政運営と職員・職場の活性化  

（2）　職員の能力開発等の推進

　

　

　

　

行革プ
ランと

の対応

65

66

66

66

人材育成を図り、能力や実績を
把握するため、人事評価（考課）
制度の見直しを図る。

「四日市市人材育成基本方針」
に基づき、職員採用試験の方法
や内容について検討する。

職員の能力発揮とやる気を醸成
するため、職の公募制の活用を
図る。

再任用制度の導入にあたり、有
効な人材活用方策について検
討する。

○ ○ Ａ

改革効果の説明
14 15

定量効果
達成度の
自己評価

目標管理の過程におい
て上司との複数回の面
接を行い、自らの行う業
務の目的及び目標が明
らかになり、より客観的
な評価ができるようにな
るとともに、職員も目的
志向、成果志向で業務
に従事する意識が醸成
されつつある。

正職員を削減し、再任
用職員化することによ
り、サービスを低下させ
ることなく、人件費総額
の削減に努めた。

平成12年度末に寿楽園
の介護職員を公募して
配置したが、用務員の
嘱託化に伴う余剰人員
を吸収することにより、
新規採用を抑制しなが
ら、スムーズな配置転換
（職種変更）となった。

人事評価（考課）制度の見直しを
図る。〔改善〕

Ａ

今後も優秀な人材を
如何に確保するかと
いう観点で、採用試
験を実施することが必
要である。

13
特記事項改 革 事 項

151413

目 標 年 度

　 Ａ

＜取組経過＞目標管理手法を活用し
た新・人事考課制度を策定し、課長職
以上の管理職を対象に導入を行い、成
績主義への活用を図った。平成15年度
からはその対象者を課長級の職員にも
拡大した。
＜取組結果＞平成１５年６月の勤勉手
当から目標管理・成績評価表による結
果を反映して支給を始めた。A評価：対
象者の概ね2割、B評価：対象者の概ね
3割、C評価：対象者の概ね5割　（平成
１５年度支給実績、A評価：従来の４.
３％増、Ｂ評価：従来の２％増、C評価：
従来の３％減）

内　　　　　　　　　　　　　　　容 平成13～15年度取組経緯と結果

○ ○

○ ○ Ａ

今後も、どの職が再
任用に適するかを検
討していく必要があ
る。

平成13年度において、平成14年度から
の制度の運用開始に向けて、各課ヒアリ
ングを行い、配置部署、勤務条件、任
用方法等を整理した。その結果、原則、
ＯＢ嘱託制度は再任用制度に移行させ
ることとした。平成14年度からは、再任
用制度対象者、配置予定所属長に対し
て、制度の説明を行い、再任用希望者
に対しては、面接を行い、配置決定して
いる。

再任用制度による人材活用につ
いて検討する。〔検討〕

○ ○ 人事課

採用試験の実施方法については、毎年
見直しを図ってきている。人物評価を重
視するため、個人面接の回数を１回から
２回に増やすとともに、集団面接を含
め、合計３回の面接を行うようにした。ま
た、市政への民間感覚の導入のため
に、民間企業等職務経験者の採用枠を
別途設定した採用試験を平成14年度
から行った。さらに、面接官について
は、市職員のみならず、外部面接官も
導入した。

○
職員採用試験のあり方について
検討する。　〔検討〕

○

人事課
公募が適当な分野・
業務があれば、今後
も検討する。

年度当初に職員配置ヒアリングを実施
しているが、職の公募に適切な分野・業
務がないかという観点からヒアリングを
行い、公募が適当であれば、募集を検
討する。

職の公募制の活用を図る。　〔改
善〕

○

面接回数を増加させる
ことにより、より人物評価
を重視した試験内容とし
た。また、民間企業等職
務経験者枠（平成15年
度　6人、平成16年度　3
人）による採用で、専門
技術や接客技術、ある
いは仕事の進め方等、
民間企業における経験
を本市の行政に導入す
ることができた。

人事課

担当部局

人事課

人材育成に主眼をお
き、対象職員の拡大
を図る中で制度の定
着化に取り組む。
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行革プ
ランと

の対応
改革効果の説明

14 15

定量効果
達成度の
自己評価 13

特記事項改 革 事 項
151413

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容 平成13～15年度取組経緯と結果 担当部局

　

　

67

66

67

人事課
各部局

女性職員の登用・職域拡大を図
る。〔改善〕

○ ○ Ａ

職員配置計画ヒアリングや職員配置ヒア
リングを通じて、女性職員の登用・職域
拡大が可能な部署があるか検討し、実
際の配置を行った。保護課ケースワー
カーや地域調整監（課長級）に女性を
登用するなど、女性の職域拡大に努め
るとともに、将来の幹部職員への準備と
して保育士、看護師を含め、係長級へ
の女性の登用についても意を配して人
事管理に努めた。

女性職員の登用につ
いては、本人の適性
を見極めて、適材適
所で行っていく。

○

女性職員に職務に必要な多様な
能力の開発と育成を図り、能力、
実績に応じて、幹部職員等への
登用及び職域拡大を図る。

Ａ

「四日市市人材育成基本方針」
に基づき、職員の政策形成能力
や専門能力、対人能力等の向上
を図るための研修の充実を図
る。

○ ○職員研修の充実を図る。〔改善〕 ○ 職員研修所
人材育成基本方針
（平成15年度改訂）に
基づき取り組む。

平成13年度～平成15年度
　地方分権を推進するために必要な能
力である政策形成能力や政策法務能
力等の向上を図るため、職員研修を実
施した。また、業務棚卸手法による目標
管理制度の導入を図るため、業務棚卸
研修をはじめ、新人事考課研修等を実
施し、職員の理解度の向上に努めた。
さらに、平成１５年度では、人材育成基
本方針（平成１１年３月策定）を改訂し、
地方分権時代に相応しい人材育成のよ
り一層の充実・強化を図った。

職場活性化・ＣＳ向上活動の実
践に努める。〔改善〕

○○ ○

市民に信頼され満足される市役
所の実現のため、職場活性化・Ｃ
Ｓ向上活動の全庁的な実践に努
める。

職員研修所
各部局

Ａ

平成１２～１４年度に職場活性化推進員
（約１５０名）を対象に、職場活性化・CS
向上実践研修として各職場での問題解
決に向け、取り組み、職場の活性化に
努めた。平成１５年度では、当該研修は
実施せず、各職場に職場研修推進員を
置き、職場研修実施要領に基づき実施
している。特に主要な行政課題（接遇等
CS向上、人権、倫理・服務規律及び業
務棚卸手法）については、計画的に実
施し、毎年５月末までに報告を提出する
こととしている。

人材育成基本方針
（平成15年度改訂）に
基づき取り組む。

職場研修計画に基づ
き、各課で取り組んでお
り、職員研修室の利用も
増加してきている。

女性職員の登用、職域
の拡大を図ることによっ
て、男女共同参画意識
が醸成されてきていると
ともに、女性の視点で施
策立案できる等、よりき
め細かな行政サービス
提供に貢献していると
考えている。

職員の能力、資質の向
上、全体の奉仕者として
の高い意識や倫理観等
の醸成
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
７　行政の情報化の推進
　

　

現在戸籍のコンピュータ化に伴い、地
区市民センター・市民課の窓口業務に
ついて見直しを図り、平成13年4月から
「新窓口運用システム」の運用を開始し
た。
平成13年7月に除籍・改製原戸籍の
セットアップを完了し、同月９日から運用
開始。
これにより、平成11年度から開始した戸
籍のコンピュータ化が完了。

戸籍届出から戸籍がで
きるまでの期間を大幅
に短縮した。（1週間～
10日　⇒　約24時間後）
入力業務等を本庁一括
で行うことにより、人件
費の削減を行った。

平成13年1月の現在戸籍・附票
の運用開始に引き続き、平成13
年7月に除籍・改製原戸籍の運
用を開始する。

○ 　 　 Ａ
戸籍情報システムの開発整備を
推進する。〔改善〕

14

○ ○ Ａ

平成13年度
・一人1台パソコン配備　・小規模出先
機関のネットワーク再整備
・行政内部（文書管理・財務会計・庶務
事務）システム調査研究
・行政内部システムパッケージの選定
平成14年度
・行政内部システム導入業者決定
・行政内部システムのカスタマイズ仕様
決定
・庶務事務システムパッケージのカスタ
マイズ
・庶務事務システム職員研修
・庶務事務システム運用開始に伴う規
程等作成・改正
平成15年度
・庶務事務システム稼動（H15年4月）
・文書管理・財務会計システムのパッ
ケージカスタマイズ
・文書管理・財務会計システムのデータ
セットアップ・運用テスト
・文書管理・財務会計システム職員研
修実施
・文書管理・財務会計システム運用開
始に伴う規程等改正
・文書管理・財務会計システム稼動
（H16年4月）

改革効果の説明

職員１人一台のパソコン配備を
進め、グループウェアの活用によ
る情報の共有化、コミュニケー
ションの円滑化を推進し、業務の
効率化を図る。・内部情報システ
ムの開発　　・文書管理システム
の開発など

担当部局

行政内部におけるパソコンネット
ワークの整備拡大と効率的活用
を推進する。〔改善〕

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果

○ 　
IT推進課
関係部局

改 革 事 項
1513

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容

14

定量効果

1513

事務の迅速化、効率化
及びペーパーレス化の
推進に寄与

市民課109,564109,56481,064

特記事項　

　

行革プ
ランとの

対応
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14
改革効果の説明 担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
1513

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容

14

定量効果

1513
特記事項　

行革プ
ランとの

対応

　

　

42,192

50
下水道施設における集中管理体
制の推進を図る。　〔改善〕

○

児童へのコンピュータに関する
教育活動の向上、生徒への実践
的な情報活用能力の習得に向
けて、教育情報システムの整備
を推進する。

これまでの自動運転化工事に引
き続き、橋北、納屋、阿瀬知、常
盤の各ポンプ場の遠方監視・制
御設備工事を行い、中継ポンプ
場の集中管理化を図る。

運転管理要員の削減、
指揮命令系統の明確化
により大雨等非常時の
危機管理対処機能向
上。

教育センター

下水施設課　

学校現場における教育情報シス
テムの開発整備を推進する。
〔改善〕

○ ○

○ 　

○ Ａ

Ａ

平成１３年度
　○小学校３７校にコンピュータ導入。
○小学校５校のコンピュータ室の空調
等の環境整備。
○学校ホームページ１４校開設と情報
教育推進補助加配派遣。
○教育情報データベースシステムの
データ更新。
平成１４年度
　○小学校３８校，中学校１３校のＰＣ
室・職員室・図書室にＬＡＮ構築。
○小学校２４校のコンピュータ室の空調
等の環境整備。
○学校ホームページ６校開設と情報教
育推進補助加配派遣。
○教育情報データベースシステムの
データ更新。
平成１５年度
○小学校１校，中学校８校のＰＣ室・職
員室・図書室にＬＡＮ構築。
○小学校５校のコンピュータ室の空調
等の環境整備。
○小中学校４０校の学校ホームページ
開設により，全小中学校でホームペー
ジ開設完成と情報教育推進補助加配
派遣。
○教育情報データベースシステムの
データ更新。

平成13～14年度遠方監視制御設備工
事の実施、平成14年10月集中管理体
制による施設の維持管理試行、平成15
年4月本格実施。これにより、浄化セン
ター・ポンプ場運転管理要員の削減を
図った。

児童へのコンピュータに
関する教育活動の向
上、生徒への実践的な
情報活用能力の習得

76,000

校内全教室にＬＡＮを
構築し、特別教室や
普通教室にもコン
ピュータを配備してい
きたい。
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14
改革効果の説明 担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
1513

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容

14

定量効果

1513
特記事項　

行革プ
ランとの

対応

　

17,549

28,188 25,004 26，27

Ａ
住民基本台帳ネットワークシステ
ムの構築を図る。〔改善〕

平成13年度　用語統一を図り、データ
ベース化を完了、内容精査の結果を受
けて例規の整理。

電子化による業務の効
率化とサービスの向上

3,0113,407 4,312

市民との接点における情報化を
推進する。〔改善〕

　

〔ＩＴ推進課〕
広域共同による事業の
実施と、併せて三重県
生活創造圏づくり推進
事業費補助金（1/2）の
交付対象ともなり、経費
の削減効果を実現し
た。
〔生涯学習課〕
業務の質的向上

ＩＴ推進課
関係部局

Ａ○ ○
ＩＴ（情報技術）を活用して、行政
事務の合理化・高度化を推進
し、行政サービスの向上を図る。

〔ＩＴ推進課〕
平成１３年度　三重北勢広域電子自治
体研究会を設置し、懸案事項、重点事
項の整理
平成１４年度　電子自治体に関する調
査研究により、三重北勢広域電子自治
体基本計画を策定
平成１５年度　電子自治体の調査研
究、広域共同による総合行政ネットワー
ク（ＬＧＷＡＮ）接続、情報セキュリティポ
リシーの策定
〔生涯学習課〕
平成13年度　ホームページ（H12作成）
の内容更新
平成14年度　他部局情報へのリンク
平成15年度　学習情報誌、情報提供
ホームページの作成

平成１３年度　平成１４年８月５日施行の
第１次サービスに向けたシステム開発、
機器設置
平成１４年度　平成１３年度に引き続き
システム開発、テストの実施及び運用基
準の整備
平成１５年度　平成１５年８月２５日施行
の第２次サービスに向けたシステム開
発、テスト、機器設置及びセキュリティ対
策の強化策として、セキュリティ会議シ
ステムを導入

○

Ａ

庁内におけるＧＩＳ利用に関する調査を
実施し、地図を利用した主題管理の活
用範囲と、市民への公開コンテンツを把
握する。これをもとに、市民公開型、庁
内統合型ＧＩＳに必要な機能仕様等を
確定し、事業計画（仕様）を作成し、提
案コンペ方式により、導入システムの選
定及び導入作業を実施した。

今後は、庁内の利用
を促進し、併せて、市
民への情報提供の充
実を推進していく。

ＧＩＳの導入効果として
は、市民へのわかりや
すい情報提供の実現、
庁内での情報共有の推
進、紙地図の削減、地
図作成における重複投
資の削減等の効果が見
込まれる。

住民基本台帳ネット
ワークシステムの安定
運用の実現と北勢１６市
町による共同開発・運
用により、経費削減効
果を実現した。

41,58516,850

住民基本台帳法の改正に従い、
全国の市町村をネットワークで結
び、全国どこからでも、住民票交
付や転入・転出届を可能とする
システムの構築を図る。

○ ○

○

地図情報システムの構築を検討
する。〔検討〕

基幹となる行政情報システムの１
つとして、全庁共通に利用可能
な地図情報システムの構築を検
討する。

　 　

条規類集のデータベース化を図
る。〔改善〕

法制執務の効率化や経費の削
減を図るため、現在加除式となっ
ている条規類集をデータベース
化するとともに、インターネット提
供により住民サービスの向上を
図る。

　 Ａ

○

　 総務課

ＩＴ推進課
市民課

ＩＴ推進課

〔ＩＴ推進課〕
三重北勢広域電子自
治体基本計画に基づ
き、電子自治体構築
に向けた事業を推進
する。
〔生涯学習課〕
全体的に取組への着
手が遅延し目標を下
回ったため、引き続き
16年度以降も取り組
む。16年度以降は新
たに情報提供への市
民ボランティアの活用
を検討し、市民主体
の学習活動への契機
とするとともに費用対
効果にも留意する。
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改革効果の説明 担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
1513

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容

14

定量効果

1513
特記事項　

行革プ
ランとの

対応

農林事業課

平成13年度よりシステム開発に取組
み、以降各事務処理段階において調整
を行った。また、各年度により若干の制
度改正によるシステム修正を行った。

事務処理の効率化 △ 431△ 1,705△ 4,684

○ Ａ

＜取組経過＞平成13年度に建設部が
航空写真撮影と道路現況平面図修正
に着手。
平成14年度から都市計画部が建設部
の動きにあわせ都市計画基本図修正
に着手し、施工依頼により両作業を一
括発注することで委託費用を節減する
とともに事業の進捗を図った。
平成15年度には、組織の再編により都
市整備部となり両部は統合されたが、平
成16年度の事業完了に向け継続した
取り組みを進めている。
＜取組結果＞委託を一括発注すること
で節減された費用により、当初の目標よ
り約３割の事業進捗の上積みを達成し
た。また、デジタルデータの提供に先立
ち、航空写真や都市計画図の画像をＨ
Ｐで公開した。

都市計画課

委託の一括発注により
委託費用を節減し予定
以上の事業進捗を実現
するとともに、ＨＰに航
空写真、都市計画図の
画像を掲載することで、
市民サービスが向上し
た。

都市計画関連情報のデータ
ベース化と窓口の統合を検討す
る。〔改善〕

都市計画関連情報に対する市
民からの照会に迅速に対応する
ため、都市計画情報をデータ
ベース化するとともに、照会窓口
の一元化を検討する。

米の生産調整（転作）事務システ
ムの開発整備を推進する。〔改
善〕

米の生産調整（転作）事務の効
率化を図るため、同事務システム
の開発を推進する。

○ ○

　

公有財産管理システムのアウトラインに
ついて研究を行った。

地図情報システム（Ｇ
ＩＳ）とのリンケージが
不可欠である。

○

平成12年9月11日に本
市を襲った集中豪雨で
は市内の雨量・水位情
報が確認に手間取った
がｼｽﾃﾑ導入により、職
員のみならず市民もﾘｱ
ﾙﾀｲﾑで雨量・水位情報
を確認できるようになっ
た。

職員の課題意識の醸成○ Ｂ○ ○
財産管理における財産台帳の
データベース化を検討する。〔検
討〕

市有財産の効率的な管理を行う
ため、財産台帳のデータベース
化を検討する。

防災情報提供システムの構築を
図る。〔改善〕

より迅速で適切な防災対応を可
能とするため、各部局における気
象情報等の共有化を図るととも
に、市民への防災情報提供を強
化するため、防災情報提供シス
テムの構築を図る。

○ ○ Ａ

  平成13年度　雨量・水位情報収集ﾃﾚ
ﾒｰﾀｼｽﾃﾑ整備完了ﾘｱﾙﾀｲﾑ情報を入
手可能とし、浸水実績図のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化完
了
  平成14年度　気象情報庁内情報配信
ｼｽﾃﾑ完了し、庁内LANに配信。雨量水
位情報ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに提供、内水氾濫ｼ
ﾐｭﾚｰｼｮﾝ実施完了、土砂災害相互通
報ｼｽﾃﾑ整備完了する。
  平成15年度　防災ﾏｯﾌﾟ作成3月配布、
洪水氾濫ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ実施し、洪水ﾊｻﾞｰ
ﾄﾞﾏｯﾌﾟ基本図作成し、平成16年度以降
に配布
  地域ﾒﾃﾞｨｱとの連携の充実し、FMよっ
かいちに週2回の定時放送番組を開
設、毎月17日に防災啓発放送を実施。

洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作
成を進めたかったが、
三重県の調査が計画
より遅れたことにより
作成が遅れている
が、三重県の業務が
完了しだい市民提供
する予定である。全体
としては、概ね情報伝
達基盤は整い、防災
専用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの開
設が必要と考えられ
る。

○

　

Ａ

防災対策課

管財課
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14
改革効果の説明 担当部局

達成度の
自己評価

平成13～15年度取組経緯と結果改 革 事 項
1513

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容

14

定量効果

1513
特記事項　

行革プ
ランとの

対応

　

工事執行状況の確認や
苦情に対する検索が容
易になった。
平成１５年度当初にて
の工事台帳データー
ベース完全運用ができ
なかったために紙の台
帳も残したことから定量
効果はなかった。

Ａ

平成１３年度　アクセス上で試験画面を
作成。
平成１４年度　一人一台のパソコン配備
を待って試験入力を開始。
平成１５年度　当初にて工事台帳の
データーベース運用は可能となった
が、利用しながらの修正を行う。
なお、平成１６年度からは文書管理シス
テムが稼動し、工事台帳のデータベー
ス化は不要となった。

平成１６年度から文書
システムが稼動するこ
とになったため、この
システムを利用する方
向で検討を加えた
い。

道路整備課

図書館Ａ

平成１４年度に図書館システムの更新
を行い、インターネットによる蔵書検索
が可能になった。それにともない協力校
（中部西小・羽津北小・八郷西小）と市
立図書館との物流ネットワークの試行を
行った。さらに平成１５年度は、９月から
２月まで学校図書館（１１校）と市立図書
館間で民間事業者への委託による物流
の試行を引き続き行った。モデル校との
物流の試行を行いながら、学校図書館
資源共有化事業と市立図書館との円滑
な連携による資源の有効活用のあり方
と問題点を検討した。

現在は、モデル校と市
立図書館の連携により、
調べ学習資料の提供を
行っているが、今後のこ
のシステムによって、学
校間での資源の相互活
用がさらに進み、図書
館資料の効率的な利用
につなげていく基盤づく
りができた。

市立図書館と学校図書館との
ネットワーク化のためのシステム
開発を検討する。〔検討〕

○○ ○

学校図書室と市立図書館の図書
の利用促進を図るための図書情
報のネットワーク化のためのシス
テム開発を検討する。

工事台帳のデータベース化を検
討する。〔検討〕

工事事務処理の効率化と発注工
事の透明性を確保するため、工
事台帳のデータベース化と工事
情報の公開を推進する。

　 　 ○
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
８　会館等公共施設の見直し
　

　

　

　

349,295

1,058

施設利用についての受
益者負担の導入

35

1514

○

○

霞ケ浦地域諸施設の管理に関する検
討会議（平成14年4～7月）に開催。各
施設の目的、勤務体制、業務内容等異
なることから、施設の一括管理運営によ
る経費の削減などの効果を期待するこ
とは困難という結論であった。
公園・河川課においては、芝生の年間
管理手法の見直しにより経費の削減、
除草清掃等においてNPOの参画を図っ
た。

Ａ

平成13年度　教頭会に説明
平成14年度　スポーツ施設との連絡調
整
平成15年度　要綱等の改正と経費負担
の開始（H16・2月から）
要綱の見直し、スポーツ開放と同要綱
による運用とし、経費負担を導入すると
ともに、学校施設開放運営委員会へ委
託する内容の見直しを行った。

〔博物館〕
(1)延長開館時の電気
料金、案内等委託費、
警備委託費が削減でき
た。　職員の時差出勤
がなくなり、業務効率が
向上した。
(2)他市の博物館や本
市の他施設と同様の一
般的な休館日とすること
ができ、利用者の利便
向上に繋がった。

芝生の管理手法の見直
し、除草清掃等のＮＰＯ
参画による経費の削減

担当部局

行革
プラン
との対

応
15

定量効果
特記事項平成13～15年度取組経緯と結果

1413
改革効果の説明改 革 事 項

○ Ｃ
霞ケ浦地域諸施設の管理に関
する有効手法を検討する。〔検
討〕

達成度の
自己評

価

○

13

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容

霞ケ浦地域に立地する各公共施
設（霞ケ浦会館、四日市ドーム、
野球場、体育館、緑地、オースト
ラリア記念館）の一括管理手法
について検討する。

各部局

霞ケ浦地域各施設の
管理については、施
設の目的、業務内
容、規制の枠組み等
が異なり直ちに一元
化することは困難なこ
とから、各施設の窓口
業務の連携やシステ
ム化については電子
認証や電子申請等ＩＴ
施策の推進に併せて
検討するとともに、ス
ポーツ施設について
は、老朽化した施設
の方向性、ドーム施
設等を含めた外部委
託の一元化や指定管
理者制度の導入等に
ついて引き続き検討
し可能なものから見直
しを進める。

○ ○ ○ Ａ

〔博物館〕
(1)平成10年度から4～11月の毎週金曜
日に20時までの開館時間延長を試行し
てきたが、平成13年度から通年で毎週
金曜日19時までに開館時間延長を変
更し、開館時間延長の周知を行った
が、市民の積極的な利用が得られな
かったため、平成15年度から延長を休
止した。
(2)水曜休館は、隣接する松坂屋の休業
日に合わせたもので、同社やＡＭスクエ
アの撤退により、その必然性は失われ
たため、平成15年度から休館日を月曜
日に変更した。

商工農水部
都市整備部
教育委員会

学校施設開放の促進方策を検
討する。　〔検討〕

利用者の利便性の向上を図るた
め、会館等公共施設の開館時
間、休館日の見直しを推進す
る。

公共施設の開館時間、休館日の
見直しを推進する。〔検討〕

○

学校開放事業により地域活動、
生涯学習の場として開放されて
いる開放施設について、学校、
地区市民センター、地域との連
携を深め、より有効な活用の促
進を図る方策を検討する。

○
生涯学習課
スポーツ課
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1514
担当部局

行革
プラン
との対

応
15

定量効果
特記事項平成13～15年度取組経緯と結果

1413
改革効果の説明改 革 事 項

達成度の
自己評

価13

目 標 年 度
内　　　　　　　　　　　　　　　容

　

　

既存公共施設について、可能な
限り耐震化や改修を実施するこ
とにより、一層の有効活用を推進
する。

Ａ
既存公共施設の有効活用を推
進する。〔改善〕

○
財政経営課

各部局

勤労者福祉施設の管理運営の
有効手法を検討する。〔検討〕

　○ ○

隣接している３つの勤労者福祉
施設（勤労青少年ホーム・勤労
者総合福祉センター・労働福祉
会館）の効率的な管理運営、事
業の一体化等を検討する。

平成13年9月　　　遊休施設の有効活用
に向けた実態調査
平成14年3月　　　遊休施設の活用状況
について調査
平成15年7～11月　政策推進監会議で
ストックマネジメントの検討
　遊休施設についての調査を行い、活
用の促進に努めるとともに、時代に即し
た事業を進めるため既存施設の改修に
より施設の役割や機能の再構築を図っ
た。また、政策推進監会議では公共施
設の長寿命化を踏まえ、その推進方策
や体制について検討を進めた。

○ ○

商工課
勤労青少年

ホーム

遊休施設の有効活用の
取扱いや公共施設の長
寿命化について検討を
進めるとともに、子育て
支援センター（Ｈ14年
度、旧東橋北保育園）、
すわ公園交流館（Ｈ15
年度、旧こどもの家）、
国際共生サロン（Ｈ16年
度～、旧笹川警察官駐
在所）の設置などで既
存施設を基にリニュー
アルを図った。

全庁的な観点から公
共施設の有効活用や
長寿命化等について
引き続き検討していく
必要がある。

勤労者総合福祉セン
ターと労働福祉会館の
一体管理については、
労働団体が有する勤労
者問題に関するノウハ
ウの提供の可能性を探
るとともに、指定管理者
制度の導入を検討して
いる。平成16年度から、
勤労青少年ホームを商
工課の課内組織とし、
職員の勤務時間を12：
45～21：30に変更する
等の改革を行った。ま
た、この改革により空き
時間の生じた午前中の
施設活用として、教育
委員会において不登校
児童・生徒の学校復帰
を目的とした第２適応指
導教室を勤労青少年
ホーム内に設置し、効
率的な運営を進めた。

14Ｂ

平成14年1月～11月の間、四日市市中
小企業勤労者福祉検討委員会におい
て事業に関する意見の取りまとめを行う
とともに、一体管理運営に向けて、管理
運営主体となる可能性のある労働団体
と意見交換を行っている。施設の性格
が他の２館と異なる勤労青少年ホーム
については、他の２館と切り離し、組織
体制を含めて、効率的な管理運営を行
うべく準備を進めている。

管理運営の効率化と
ともに、勤労者福祉施
策の充実も図るという
勤労者福祉に関する
継続的事業であるた
めに当初計画より時
間を要している。管理
運営主体の問題等の
解決に向け、着実に
改革を進めていく。
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　　　　　　　新・四日市市行財政改革大綱第２次実施計画取組結果報告書（改革事項別）
目標よりかなり下回った項目

各種申請書等のインターネット
による提供拡大、充実を図る。
〔改善〕

 インターネットにより提供してい
る各種申請書等の項目を拡大
するとともに、さらに利用しやす
い内容の充実を図る。

<取組経過>各種申請書様式のインター
ネット上での提供は、平成12年度に255の
様式をPDFによる提供で開始したもので
あるが、平成13年度以降の取り組みとし
ては、提供様式の範囲拡大と利用しやす
い様式への改善に取り組んだ。
<取組結果>提供様式の充実では、新た
に45様式を追加した。また、様式の改善
では、標準ソフトウエア（ワード・エクセル）
による様式の提供（17様式）、不鮮明な様
式（PDF様式）の改善、書式記載のガイダ
ンスの充実を行った。しかし、本課題に対
する対応の方向性は示したものの、具体
的な作業の進捗において当初予定より遅
れが出た。

近い将来に導入を目指して
いる電子申請・届出システ
ム、情報提供システムとの関
連で、ホームページの構造
の検討が中心となり、本項目
についてもあるべき方向性は
示したものの、実作業の進捗
において当初予定より遅れ
が出た。

平成15年度に実施した調査の結
果、把握できる範囲で約130様式
が新たに提供可能であり、早期に
提供を実現する。また、各種行政
手続きに係る申請書様式を市民が
自宅等で入手でき、申請の準備が
できることで、市民の利便性向上
を図り、来るべき電子申請・届出シ
ステムの導入に向けて、転居・結
婚・子育てといったライフステージ
に応じた分類を行うなど、より利用
しやすい環境を目指す。

IT推進課
総務課

 

証明書等発行業務に自動交
付機の導入を図る。　　〔改善〕

住民票・印鑑証明書等の自動
交付機による発行を行い、市民
サービスの向上を図る。

《計画当初》
住民基本台帳カード（ICカード）を利用す
ることを前提として検討。住基カードの仕
様決定を待つ。
《平成13年度》
ICカードの多目的利用や広域での利用
の実現について検討を行った。
《平成15年度》
国のe-japan計画にもとづいて進める電子
申請の実施計画と調整しながら、設置の
可能性について検討した結果、導入時期
を見直すことになった。

①費用対効果が期待できな
い。
（自動交付機１台：1000万）

②IT化の流れを受けて、単
に自動交付機による証明書
の自動発行だけでなく、IC
カードをはじめとするIT技術
を利用した窓口サービスの
充実について検討していく必
要がでてきた。

昨年度に引き続き、ＩＴ技術を活用
した窓口サービスの充実について
検討を行っていく。
<主な検討内容>
①ＩＣカードの利用計画
②自動交付機の設置による証明
書の自動発行
③自宅や会社のパソコンから証明
書の発行申請が行えるサービス
(電子申請)
④総合的に窓口の案内を行うため
の仕組みの構築

市民課

※上述の報告から抽出して再掲

今後の対応、課題等 担当部局平成13～15年度取組経緯と結果 目標よりかなり下回った理由改 革 事 項 内　　　　　　　　　　　　　　　容
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今後の対応、課題等 担当部局平成13～15年度取組経緯と結果 目標よりかなり下回った理由改 革 事 項 内　　　　　　　　　　　　　　　容

 

文化行政担当業務の一元化を
図る。　〔改善〕

文化行政担当業務について、
市長部局と教育委員会の役割
分担を見直し一元化を図る。

文化振興条例に基づき、平成１5年1月に
設置された文化振興審議会において、文
化振興行政の推進体制を含めた文化振
興ビジョンを審議中であり、その結果を踏
まえて関係部局を中心に検討することとし
ている。

文化振興審議会における文
化振興ビジョンに関する審議
が未了であるため。

文化行政に関する組織機構の見
直しの前提となる文化振興ビジョン
が審議中であったため検討が進ま
なかったが、同ビジョン策定後早
急に市長部局と教育委員会の役
割分担を見直し、一元化を図るこ
とにより効率的かつ効果的な行政
運営を目指す。

政策課
総務課

教育総務課

 

霞ケ浦地域諸施設の管理に関
する有効手法を検討する。〔検
討〕

霞ケ浦地域に立地する各公共
施設（霞ケ浦会館、四日市ドー
ム、野球場、体育館、緑地、
オーストラリア記念館）の一括管
理手法について検討する。

霞ケ浦地域諸施設の管理に関する検討
会議（平成14年4～7月）に開催。各施設
の目的、勤務体制、業務内容、規制の枠
組み等異なることから、施設の一括管理
運営による経費の削減などの効果を期待
することは困難という結論であった。
公園・河川課においては、芝生の年間管
理手法の見直しにより経費の削減、除草
清掃等においてNPOの参画を図った。

霞ケ浦会館等競輪関係施設
については、競輪開催時に
選手の宿泊が優先されるこ
と、中部地区８競輪場で３か
月ごとに日程が決まることな
ど一般利用の点からは競輪
事業の制約は大きい。また、
ドーム、野球場、体育館など
スポーツ施設については、施
設の設備保守や管理運営の
点で、芝刈りや施設清掃等
定型業務からドームの設備
管理等専門性のあるものま
で必要とされる技術やノウハ
ウが多岐にわたるほか、施設
の内容や老朽度も違いがあ
る。したがって、緑地を含め
総合的・一元的な外部委託
等を行い、より効率を高める
には、整理や工夫が必要で
あり、指定管理者制度の導
入を進める中で見極めてい
く。さらに、オーストラリア館に
ついては、人件費・管理費を
相当抑制し黒字運営してお
り、一体化にあたっては相応
の効果を見極める必要があ
る。

霞ケ浦地域各施設の管理につい
ては、施設の目的、業務内容、規
制の枠組み等が異なり直ちに一元
化することは困難なことから、各施
設の窓口業務の連携やシステム
化については、電子認証や電子
申請等ＩＴ施策の進捗に併せて検
討するとともに、スポーツ施設につ
いては、老朽化した施設の方向
性、ドーム施設等を含めた外部委
託の一元化や指定管理者制度の
導入等について引き続き検討し、
可能なものから見直しを進める。

商工農水部
都市整備部
教育委員会
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